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第二節 対象者の人権保持

一 間JEの所在

既述のように､近年社会内処遇において､新しい処遇施策が前擁的に試みられるにつれ

て､対象者の人権保障上留意すべき場面が増えてきたように思われる｡これらの場面を保

謹観察処遇の流れに沿ってみると､ます､処遇の密皮を宥めることによって･日常的に行

う処遇活動の中で､対象者の私生泊の領域に介入する場面が増えることが必至である｡例

えば､新型別処遇の ｢処遇指針｣は､往.妨の府瞳的実施を促しているが､往訪は､処遇の

鳩｣を対象者家庭内に求めることでもあり､対象市のプライバシーの利点を制約する場

面であることは明らかである｡

それにととまらず､処遇の鶴度を芯めることによって､遵守中頃の迎反ないし再犯の発

覚の可能性も増え､対象者を､取掛 こよる施設収容､ さらには刑町訴追へと追い込む軸度

が増えることも必至である｡例えば､覚醒剤TrL犯対象者に対して､処遇楓淵は､崩俺的に

取消の ｢不良措匠｣及び筆察機関への通報措護をとる姿勢を示している｡

むろん､社会内で行う保讃耗癖処遇が､ある毘鹿対象者の私生活の領域に立ち入ること

比it.むを得ない部分がある｡しかし､これが無制限に許されるわけにはいかない ○また､

那 叩項違反または再犯疑いが生じ､取消手続を発動する時､取消決定は､対象者に重大

な不利超をもたらす処分であるが､現行制度の取消手続に巣たして問題がないだろうかを

闘わなければならない｡さらに､再犯の如し､が生じた場合､現在のような保讃観察機関と

青魚機関との連携の仕方がよいかにって検証すべき点が多いように思われる｡

本節においては､まず､家庭訪問の場面を一つ の讃材として･保護観察のEl的と対象者

の自由生柄領域の保超をいかに銅盤すべきかの問値を検討し､次に､遵与門i項違反または

再犯発覚後の申後処理の問題として､まず､保雄観察枠内の手続のZaJ延として､仮出獄取

消手紙の問題を検討し､次に保(=&観察矧滑による警察機関への僻軸の伝達の問塩を検討し

てみたい｡
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二 女庭払間とプライバシ-

家庭訪問は､美顔上 ｢往訪｣と呼ばれ､ ｢来訪｣に対する概念である｡すなわち､ ｢来

訪｣とは､保誠観察対象者が担iLl宵 (保誠司)の自宅や保護観察所へ訪ねてくることを言

い､ ｢往訪｣とは､担tLi音叉は主任官 (保讃観察官)が対象者宅 RXを訪ねることをいう

dT. ｢保讃観察は往来訪に始まり､往来訪に終る｣と言われるほど､家庭訪問は､保讃

視察に不可欠な処遇方法とされている｡

一 家庭訪問の機能と態様

家庭訪問にかかわる､探題放棄の目的と対象者のプライバシー利益をいかに調整するか

という法理を論ずる前に､探題観察のrl的との関辿で､家庭訪問がいかなる役割を果たし

ているかを見る必要がある｡保遜観矧 ]的と矧対係の家庭訪問では､対象占のプライバシ

ーの制限を正当化できないことは言うまでもない｡

一般論として言えば､家庭訪問は､精神濫作と補串は題による対象者の改善更生 (犯予

法34粂1項)､ひいては､社会を保適し､個人及び公共の福祉を増進する日的 (犯予法

l粂1項)に寄与するものと言えよう｡しかし､これらの目的に寄与するその具体的なメ

カニズムは､多相多様であり､従って､家庭訪問の態様も千差万別である｡これらの具体

的擁能､態様を包括的に論ずること自体が財経な作業であるが､一応､機能と態様につい

て､それぞれ一定の類型化を試みる｡

ト) 日常的処遇活動における家庭訪問の機能

l ｢接触｣確保の機能

犯罪者予防更生法は､指導監督の方法について､ ｢保護観察に付されている者と適当に

接触を保ち､つねにその行状を見守ること｣ (35粂)と定めている｡往来訪は､処遇機

関が対象者との ｢接触｣を維持する方法として位置付けられている tW｡

施設内処遇においては､処遇の場が物理的条件によって設定されているのに対 して､社

会内処遇の場合臥 対象者との ｢接触｣が処遇を成り立たせるための前提条件である 脚

実務ヒは､多くの場合､この接触を特別遵[,T'rJI項又は指示恐項として定めている 桝 ｡
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r柁触｣の方法は､往来訪による由接の接触のほか､'心慮､郵便等の通l言手跡 こよる問

WJ接触があるが､往来訪が甚本であり､間接的方法は､ft央訪ができない場合又は往来

訪と併用する輪充的手段として利用すべきとされている (心｡

対象眉が来訪しない時には､必ず往訪することが火訪しない対象者に対する処遇の尿別

とdわれている&t｡

処遇の実隙においては､来訪が中心で､往訪は相対的に少ないと言われている 寸心｡た

だ､烹庭訪問は､接触のための捜触ではなく､それに様々な横柄的な処遇患並があるとし

て､来訪に対する補充手段としてではなく､より磁嘘的な処遇方法として括用すべきとさ

れている▲■｡

2 粛適機能

接触は.ほ態のための接触ではなく､ ｢調苑のための接触｣と畠われている td｡また､

往来訪にはともに調悉機能があるが､往訪の場合は､来訪では把舶できない対象者の生活

'R懸､交友閑鼠 家庭環境等に関する多くの伯報を収Jjiできるメリットがあると百･われて

いる川｡

ところが､家庭訪問の調査機能を保題税額の全過程の中で也取付けてみた場合､このよ

うなI付報､史料の収集活動は､適切な指導監怒及び補斗竣歳を行うために必要であるのみ

ならず､保u*扱舜過樺の各段階で用意されている種々の処分 (例えば､転居､腺行の許可

l不許nJ､触感税掛｡良行停止､不良馴 二･解除､仮解除､解除の取乱 仮出獄の取消等)

をjitlHこ行うためにもイこ可欠である｡

保讃観察の過程は､まさに調盛の連続であり､ 77_任官と担当者の協働態勢も調速情報の

モえ間ない交換によってダイナミックに展UElされるものと言えるように思われる｡

例えば､保諸税寮の開始期において､主任官は､&人との両棲調速及び裁判所､地方委

月会等から送付されたd己長引こ基づいて. ｢探題扱察習作調速薬｣､ ｢姓遇計画票｣を作成

して､その写しを担当者に送付する｡担当省は､これらの資料に盛ついて一応の処遇方針

を立て､初伺面接後できるだけ早い時期に家庭訪問を行い､その屠住環境､家庭の状況を

把担するよう努める｡とくに保護蚊察開始期 L一丁は､導入指導とともに､伯報収袋が大切

であると言われ､家庭訪問等̂によって､ ｢飼養票｣､ ｢処遇計画,Ti｣にはない新しい竹男
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l▲i:二1

やJbきが出た鳩介は･ ｢探題観察経過類別 IJI.引こより伽d枕棋所に触缶するよう求めら

r.ている川｡

rChB挽察経過頼告B｣は･月ごとにおける､本人や引受人との適格状況､保護税寮の

托乱 屑u状乱 rp]快食族の状況･醸成状況､就学･成文状況､交友印臥 余屯の利用状

幸 三÷ :_::-i.:I.:I-Li- 憲 二 :∴ ･:-

咽 B服 軒経過鵬 ziJ臥 主任宮か採石紀穀の拒jaを把垣する｣.て不可欠な資料であ

って.保讃較削 二の周温点の変必等に応じて･新たな ｢処遇計育丸 を作成することがあ

ち(仮釈放'.g槻押48太)｡

r供d配筋稚週報缶軌 が更に屯要なのは･そこに記成される担当者の対象老成鰍 こ対

するdLf価が･いわゆる ｢良好措aJ､ ｢イこ良措aJと耐 妾に連動しているからである｡す

紬 ち､保諸税穀成約臥 ｢良好｣､ ｢推進｣､ ｢不良｣の 二段階に分けられ､保題捜索

相 ､押当古の成鞭評定についての意見を孝耐しつつ､本人との面接その他の汽料に巷Ij

･て破折の評定を子(う｡そして､これらの成鎖の親戚効果として､例えば､快諾観察の鮮

卑または良好仇 ヒ(犯ig法33条4項)･退院 (犯 f,法47刺 ､探題挽解の仮解除 (刺

法25の2苅2項)等の ｢良的 誇'BJ､及び家庭用判rgfへの油,a (犯 郎滋42粂)､戻し

相 の小山､如 け(犯予法43条2項)､保護観察の不良停止 (犯予u:42条の2)､仮

Jqの取in(RIJ泌29条)､仮解除の取消 (執保法8急2項)､執行猶予の取消 (刑法2

負の2)A.字の ｢ィ､良措置｣につながって行くのである.

このように､官縫訪問等の調査括掛ま､戎判所または地j'･重り会によって付された保き

蛤の即 納 容としての処jA活動であると同時に･新たな行政処分に向けられた萌葱活動

:あると位野付けることができるように思われる｡

I:頼鵬鋲の樹立

L鴫 抜群の効果をあけるために臥 信頼珊係の形成が不可欠の要作と=われている ･E･

■切 放等朋 FIJ も､処遇の実BtEこ当る者の惣齢 こついて､ ｢公正を巨とし､懇切にして

l貼 る軸 をもって本人及び関係人に接し､その伯頓を得るように努めなければならな
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い｣と定めている (仮釈放11規則第2粂)｡保讃較敷逆用の牲謝ま､実施者と対象&･との

相互倍頻でなければならないとされている 一一㌧

しかし､ ｢保讃放射ま同の権力を背景とした､ある程度の強制力を伴う制度であり､保

.#抗弁に付されることによって､本人は好むと好まざるとに拘わらず､主任官と担当者と

の特殊な関取に人らされることになる｡従って､少なくとも当初においては､自分から進

んで保讃観察を受けたいと考えている者はあるまい｣ .d!と言われたり､ ｢保護税寮は､

冬営ではなく､いわゆる利益でもなく､快適でもない｡また､特殊的であり､権力を背魚

としたものであってみれば､'少なくとも歓迎されるべき撃弟はない｣ d'とも占われるよ

うに､処遇実施者と対象者の信頼関係の形成は決して容易ではない｡

そこで､接触､面接を重ねることによって､粁 Ij者と対象者との相互理解を深め､†言巌

閑旅を樹立させることが必要とされているが､とくに蜜庭訪問の場合は､担当者からより

前櫨的に本人や家族に働きかけることによって､Il]当^の熱意や誠意を本人や家族に伝え､

これが信頼鵬隣の形成に寄与すると自われている 曲｡

社会内処遇においては､家族の協ノJが締めて･T糟 な意義をもっており (矧 こ少年の場合)､

家族への飽きかけ､家族との信横関係を抜手立して､対象Pの姐過に一体となって当ること

が多く､この意味でも家庭訪hlalがiZiJ.要な意識をもつと,iえよう｡

むろん､以上述べた､接触確保､調夜､(3戚関係の樹立という=_つの機能はそれぞれ独

立した糠能ではない｡接触は､調丑､IE.?頼閲擁樹立のための前提条件である｡また､調葱

によって明らかになった対象者の問題性について適切な指 ′示､壊歳を行うことが信頼関係

の樹立に寄J-Jすることもあれば､逆に､La頼開陳の樹立によって､よりよく対象者の問題

性の把握ができるq ことも言うまでない｡ただ､他方で､､監督という側面を持ち合わ

せている調査機能と信頼朗孫の樹立の間には､常に緊張F絹係を存在していることも否定で

きないように思われる｡もし､ ｢少なくとも当初においては､自分から進んで保議故寮を

受けたいと考える&はあるまい｣とするなら､おそらくJ少なくとも当初においては､信頼

取除の樹立を図ろうとする処遇実施者の家庭訪問についても､進んで受けたいと考えてい

る者は少ないと言えよう｡信頼関旅の屯祝は､処遇原則としては極めて亜璽な意味をもっ

ているが､すべての家庭訪問が信親閲旅があることを前漣として行われているとは限ちな
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いことも､姐ja&として自任する必要がある｡

(_) 日常的払適格動における家庭訪問の態様

女鹿訪問の上述の隷能に鑑みれば､家庭訪問の方法や[.]1枚等を､南-的に決めることは

できず､あくまでも保&軽索対象者の故事史生を遵成する口約から個々に判断されなけれ

ばならないとされているP .従って､専虐訪問の墳丘､時EAl符､時間､面接の仕方等の

拝外的態様は､侃農牧穀の開始期､安定期.対象古Jt人の心身の状孜やJt活実態の変化等

i:応じて､具体的に工夫すべきものとされている JEP｡

米作に行われている宮廷訪問のあり様も干貞fJ桝のようである｡

1 托火誠の頼定

子t,kulの卯度に幽する近年の実態aI点は見-iiたらないが､1967年法務省保選局が実

施した ｢供議司に洲する全国調達｣ 少̀のrrlで､ ｢あなたは､ふつうひと月に対象者と何

Dfi裏地するのがよいと考えていますか｣という曲r封が&けちれ､これに寄せられた回答に

よれは､保htJJが ｢よいと考えている接触rn]故｣は､ ｢1月Ilnl｣が伽AiF]-1全体の10パ

ーセント､｢lJj2lu]｣が64.8パーセント､｢3llは たは4凹｣が23.3パーセント

をLlめている｡この.1JI禿節米は､保題司の意思にIAJするものであって､接触の実態をその

まま放映したものではないが､実態を知る上での ･つの手かかりにはなると思われる｡

また､rul胡裾によれば､活動意欲が高く､余暇的rEUが多い以遠代目まと､L重態回数が多く､

また､ほ触rLl_q数が多い保護司ほど､往訪により俄幅的であるという結果が示されている｡

勿占､上述のgT食轄果は平均的なデータであって､匂341回の火訪 1回の往訪を並木的

な地道バターンとしている担当者の申例も見られる lA｡

2 往訪の搾の事前遜笥

この点もLF//の担当者の弘道方針によってまちまちのようである｡ ｢あらかじめ往訪の

3時や､必要に応じてその時の目的等を通知し相手の逝IL3を待って拝訪する｣ことを基本

わなパターンとする担当苫~ の事例も見られるが､IVJ'bJの往来訪の時点で､次回の象庭

抗間日時を打ち合わせたり､あるいは訪問El前に時間を釣女したりして､訪問する場合が

多い｡また､fl仏的日時までには約束せず､あらかじめ近日中に訪問すると予告する壌合
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･pや､予て生なしに往訪するいわゆる ｢実,Qの往訪｣も少なくないようである dZ｡

突然の維蛎は､本人との人間開陳が漣Q.していない場合には柑 こ点けるのが望ましいと

言われている'P｡

3 fr妨の時制

往訪の時制も用 -的でない｡例えは､保護現娯tlJが往崩するり合は､年後来庁者が多い

月係T'絹 中行うJA合が多いと日われている Pl｡また,保&司の有する地域性という持

鼓から､保点詞の出入りにより五簾所の人に対生&の犯歴が明らかになることに配点して･

l】が掠れて暗くなってから往崩する場合も多い d ･

対生hが出勤などの閑隣でどうしても会えないような場合は､早朝夜間又は休日に往訪

することがある｡

また､対象者の悶磁性の特殊性も閑旅する｡例えは､類型別奴遇の処遇指針では､旗走

鮒 象月に対して､ ｢夜間往訪｣等によって'J:態把辞を砧犠抑 こ行うべきとしている (節

二都祁一騎耶二節を巷照)｡

4 往訪の隙の面接の懸位

家庭NfF糊こ怖しては､それが､その 一･部に耐 妾を含んでいる以 ヒ､ケースワーカーとし

ての態艇や､カウンセラーとしての態度が要求されると,lわれている Jgl｡すなわち･受

容的態度や焚容な確解ある態度が必要であると剛 8(こ､客挽椎に曲づく観察と冷静な判断

が必要とされるのであるgT｡

面接は､本人と家族が同作する場合､家族のみの場合､本人のみの瑚合があり得･それ

ぞれ遜った6酎妾の1夫が必要とされている｡

実掛 こ怒告されている,P例の面接の態様も'1本的に上述の汝別に沿ったものである｡

面接における時間は､相手にかけるL岬 を気づかって･話が終れば30分程で弓悼 上げ

る担当省のバターンもあれば､信頼関係の形成を塵祝して､1時臥 あるいはそれ以上の

時間をかけるパターンも見られる'P .

(TJ) 危洩り血における家庭訪問のヰ鮭と管様

円常的な促讃観察活動としての象庭訪問の棟能と態様は上述の通りである机 保讃捜索
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の適把で､いわゆる ｢危涛場面｣と呼ばれる場面があり､この際の受座訪問は､その機能

も態様も､通常の官丘訪問の場面と区別して品すべきと思われる.例えば､対象者の不備

圧､不出頑77による所在不明の場合や再犯が発生した場合等が典型的な危横堀面とされて

､･るがd'-､それぞれの場合の対象者の住宅への訪問には特殊な間鮎 が含まれているか

らである｡ここでは､危軸 面の中で､‡引二再犯の叫血の受座訪問間溢のみを取り扱うこ

ととする.

再犯の疑いが生じた時のま痘訪問は､対象名の'+括父7匹や家庭閃除という一腹柄頼では

なく､朽定の●JL実に叩する只休的情報の収集を目的としている点､また､いわゆる抱枠な

38守TP項遵反■11父ではなく､犯罪そのものの先生の17叫を37血の対象としている点におい

て.連帯の官魅訪問と界なるのみならず､a血の結果が､良好倍だと無関係に､専ら不良

措掛こつながり､しかも､場合によっては刑TP訴追につながる可能性を含んでいる点にお

いても､地帯の崇臆訪問と異なる｡また､通常の'ie庭WJ間での羽広は､その果敢効果とし

て､良好措置､不良措Eにつながるのに対し､GLi増qdに封 ナる'R庭崩閏等の調査は､そ

[の際の鵬 鮒 .他紗 不良朋 ないしM T-1鈍と稚 する雌 作が恥 ′までも削 る｡
従って､危磯場面は､対象Gからすれば､もっとも不利点な矧府であって､家庭訪問や

その後の一巡の胡炎に対して強く抵抗することは､11然考えられることと思われる｡一方､

危鯉城l馴こおいて､不良措匠や埋蔵機関との迎桝を念州 こおいて子r動する促進観鯛 関に

とっても､彼らがケースワーカーとしての自白をもっているだけに､もっとも二律背反的

な感情を抱くJ,M であるJL;○と言えよう.通常の子羊火肪と甥なって､再犯の疑いのある対

魚名との面接は､細めて緊張感を伴うものであって､保&祝嬢留として戸惑うことが多い

と.lわれている ｡

I...:≡::-(,:;i;:1'J..:::::':i;I.I.て71 ご二三の::)∴ :qqこ-:ここ,-: tI::.L':,～

l

= 同社の所在

主産訪問のあり方の点についていえば､上述のとおり､個々のま虐訪問の具休的無様は
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繕 万別である｡個 の々対象者の再犯可能性の程度や竣講の緬安座の相違から考えれば､

真庭訪問を一定のパターンにはめることは処遇の細別化原川に反し､望ましいことではな

い｡
しかし､このことは､家庭訪問に一切のルールが必要でないということを意味するわけ

ではない｡例えは･単軌 夜間の訪問や､突然の訪問は､有効的処遇を行うための信頼開

床の形成という故点からしても､偵重に行うべきのみならず､その実康の仕方によっては､

対象古の家庭の平穏を芳しく乱す恐れもあるように思われる｡

また･危線堀伸での'i庭訪問は､呼び出し､引乱 留民といった強制桔EZ等による強い

l心職 制を肋 せながら行う局面も十分考えられる｡臥 - の家庭訪問の- には･

姓遇津別と対象古との指導 ･披指導という緊張掬旅が､処遇機関側の信頼掬係並祝という

安徴によってかなり緩和されていると言えるとしても､応報場面での家庭訪問の場合は､

環夢枕群の持つ舵力的､強制的側面がより強く湖われている局向であるように思われるb

そのために､対象者佃からすれば､自分のJi:捕勧城から公的介入をもっとも拒絶したい局

面でもあるように思われる｡

もし･対象者のプライバシーを制約しながらも､実施訪問を/flわなければならない探題

挽掛こかかわる利点があるとすれば､二名をいかに胡盟するかを検.7.1しなければならない｡

三 宮庭前田は プライバシーの保護

上述のl岩場点について､保諸税凍顕城内部での議論は殆ど見られないが､租税法学､行

庫 ､- -?の新城- ｢行政舶 ｣という放れ たテーマとして分析する鮎 が槻

晦的に金じられている印｡

他の行政領域における ｢行政窮点｣と保虚観察対象rTに対する ｢家庭訪問｣とは､もち

ろん､同一に論ずることができないが､ ｢何らかの行政の目的のための伸触収雄の利益と､

も人の自由な生活領域の健保の調整J という行政調護の基本的問題は､探題観客行政にお

ける満点活動(こも姑迫する部分があり､従って､他の行政領域における研究成果は､問奄

(-) 行政詞丘とプライバシー
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行政調tiの場合､披.iB香舟のプライバシー称とのかかわりにおいて､行政調香の要件､

手続に対する法相上の制約が問題となる｡

l ます､過iE:35粂 (令状主義の原則)及び速法38粂 (自ti負罪供述強要の禁止)〟

行政手相 こも適用されるか否かが間色となるが､これについて､最高裁判所は ､いわゆる

H崎民曲･Jl作の判決 (刑瀬 26番9号554fi)において､所行税法の較問換査権との関

連において､退法35真が行政羊矧 こもそのj&用の余地があることを認めつつ､ (1)

両村税法のfr同険禿権の目的が刑申出任の追及でないこと､ (2)同検在が実質上刑や

舟任遡及のためのfZ料の収射 二転接結び付く作用を ･般的に存するものでないこと,

(3)強制の程度が由接的物理的な強制と同視すべき程度まで漣していること､ (4)敬

税El的からの必要性が高いこと等の点を稔合判噺して.同氏尉検適齢 こ憲法35条の適用

がないとした｡

保護観察対象者の家庭訪問についてi且た機合､L述いずれの基噂に照らしてみても､患

法35灸の令状j:義の胤 司がないことは明らかである ''一｡

2 次に､行政調査の要件及び具体的な下縦にr糊しては､蝦市裁判所昭和48年 7月10

El柄三小法廷決定 (刑袋27番7号 1025月)は.所ftE税法234条 1項の質問､倹禿

腹の要件､I-一統等について判示するにあたって､Jlf政arm 一般についても狙撃な意味をも

つ基準を示したt7'｡

同決定は､(1)所得税法上述崩定の ｢満香の必要作｣の意義について､詞禿権限を有

する砥E]において ｢当該詞丑の日的､凋点すべき･fF項､申訊､申告の休載内容､帳簿等の

記入保存状況､相手方の竹男の形博等諸般見終的'必楢に鑑み､客政的な必要性があると判

断される場合｣とし､ (2)また､必要性の要作とは別の要件として 印､質問検査の具

仏的態様について､ ｢質問検査の範囲､程度､時事臥 堀所等突起法上特股の定めのない実

施の頃日については､右にいう質問検査の必要があり､かつ､これと相手方の私の利益と

のai硬において社会通念上相当な取掛 こ止まる限り､陳限ある税政職口の合理的な選択に

重ねられる｣とし､ (3)fI問検査実施のEl時､秘所の竹前通知､詞葱の理由及び必要性
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の缶知については､ ｢法律上一律の璽作とされるものではない｣とした｡

日 )aIdの必曳作について､上告嘩由は､ ｢現在かつ明r7の必要推｣を主張したが､こ

れに対し､Ai応戒は､ ｢諸般の,Fl<休的判別二鑑み､省抱的な必資性があると判斬されるtB

缶｣に必要推挙作が演たされるとした｡この堆串に対しては､ ｢抽象的で 一般的な鞘示で

あって､との程蚊の r客故的な必要性Jが要求されるのか明鍾ではない｣という指摘がな

されているP .

(2)fl旧検戊の只㈱ 態鰍こついて､足高良は､ r細fhJの私的利益との術圭におlて

l

る｣としたが､この基準に対しても､ ｢社会通念上相diな限度｣､r合理的な選択｣など

の托仏的内索が示されておらず､抽象的な准呼に1･さないという指摘がなされている n ｡

(3)aI州 】時､Jb所領のIJl荊通知と調公理E17､必些作の具体的告知について､学説上は､

すべての糊付 こおいて､rI事前通知､詞点確由のEAl′('が必嬰であるとする 正確叩 がある机

lm 収は･これらは ｢法子f!tの一律の資作とされているものではない｣とした｡しかし,

逆に3えば､Jll市必は､具体的側')次邪ではこれらの丁紙を欠く凋速が迎法となる余地を

認めたとし!える川 ｡

また､Lが吉成決定は､必ずしも諸法窟次jtで上述ihLp-を示したわけではないが､学説

上は､窯法13条のプライバシーの権利を桜掛 こ､rPJfT政.7純Jlの形態 (手段､方法､

範囲､l制n揃 等)は､Jl一当な詞我目的を実現するのに命理的に必要な削 ､限度のものに醍

･&されなければならない｣とする立場があり-､また､耕法31条を根拠に､調査日時､

屯所等の､lIB;J･並知と調香理由､必要性の具体的告知等の手枕が必要てあるとする立場も有

力である収 ｡

Ji拓銀決定は､上述のように､見繕詞兼の軒や､羊純について､やや一般化した基準を

示したJrlで､様々な間喝指摘を受けているが､逆に､その必中が一般化しているだけに･

挽持訂{以外の行改訂点の法的統制にとっても吏要な意味をもっており dし そして､保

3枚繋対象者に対する･家庭訪問を実施するに当っても､鉱応戒決定の趣旨を甘重しなけれ

L80
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ばならないように思われる｡

以 Fは､このような判例､官設を参考にして､保讃放掛 こおける家庭訪問に関して､い

かなる要件､手椀が必要かを敢えてみることにしたい｡

I(二) 紬 鯛 の要件､態鼠 輔

1 '&観的必要性

まず､一般品として､宴庭訪問を行う客軒的必男性があることが必要であり､悪意的な

l訪rBJは&されない｡その際､客税的必要作に関して､通常の家庭訪問と危伎場面の家庭訪

r間とを~応分けて舶 る必要があるように思われる J｡
姐'.常の家庭.?Ji問の場合は､上述屈苗戚決定↓舛案のような ｢客挽的に過小申告の疑いがあ

る｣か再かという､個別的'fI実幽係の調査のためではなく､対吸音のJも活実態や家庭環境

といった ･掛 乃織の把虚を絶就的に行う場合であるから､客観的に必嬰作がないと言える

ケースは限られて来るように思われる｡

ただ､矧苫=こ思える).JTIがないわけではない｡例えば､転遡一回の家庭訪問を鹿本的な処

遇バターンとするのはいかがであろうか｡個々の対象省の問題性の程度や状況の変化等に

応じて､往.18の頼政を高めていくならともかく､一般の対象者にとって､しかも処遇安定

期において､過一回の家庭訪I呂川ま過剰のように恕われる｡

危機場面での維訪は､U古般具体的や情に鑑み､解放的に再犯の疑いがある場合に行われ

ることになると思われる｡ただ､税務調兼の場合と共なって､保歳晩察機関と対象者とは

一便の継税的監廿関係にあるので､日頃の扱穀から､対象膚の行状及び交友関係などに純

する伯叔を農相にもっている｡従って､再犯の疑いが/長じた時は､375=者からの情粗等の

専政的倍びよ性顎に加えて､上述のようなLj頃の挽掛こよる仇穀等を照らし合わせて､客

扱的に再犯の疑いの有無を判断することになると思われる｡

従って､噂ら主税的憶測に基づいて行われる突然の往訪等は妥当でないように思われる｡

2 考慮肪間の態様､I-一統

訪問の具体的態様､71続に関しては､保讃抗軒の日的､個々の対象者の危険性､処遇必

要性､それぞれの対象者の毘かれている処遇の段階甥の多様性から来る家庭訪問の捜能の

i
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争位椎に鑑みれば､これを -糾こ法律上の)1呼として定めることは附桂であり､基本的に

ぜJlの処遇粒di石の殺到こ任せるべき'P柄だと憩われる｡ただ､前述応㍍裁判決で示され

たように､ ｢必要があり､かつ､これと相手方の私的利払とのal最において､社会通念上

旬･⊥iな阻射 こ止まる｣ものでなければならない｡また､この柏dl性を考える替合､時間櫛､

長田､柁鹿､rお前通知等を曲々牲立したものとしてではなく､相互内達する一体として考

えるべきと思われる｡

以下､他の分野の行政詞点と比較しつつ､岩丁良体的に牧討してみる｡

ア 行政■血 ･牧丘の中台､ヨ在担.Ji官による好男の洪揃､呈示の要件を明記する法相

が多い (荊妨J真4項,新税236条､食品 17支2項､生保28呉2項等)｡しかし､

尿道位相よF-I;J述のように ･確の紙 関係であって､好悪の携締呈示は帝に必要であるとは

限らない｡姐常､インテイクの段階で､保&挽較t,'と対史石との初rnl面接が行われ､そこ

で､供述tR頼常により､糾dj保護司を告げられた上二､保AiL･)をJiぬることを指示される｡

したがって､抹並観察官と保虐司が糾回廊ほの暗.又は処遇押､一絹 の変更があった時､身

分を明らかにする何らかの手続があれば足りると思われる｡

イ 調血のElnt)､口帆 場所､範岡甥についての竹丘相 知の射乍を定めた法ijiがある (那

神28条ILLj)｡採点観察は､対象者の処遇へのFllニrrJ協九 姐過斤との13横関係がなけ

れば､繊能しない場合が多い｡従って､対象βの人格､ng心や､lu?新関係を岱づけない

ためにも1川 通知 (むろん､苫面通知に限る必盟がはなく､何誌適格や､申前口頭による

frち合わせなどでもよい)があることがやましく､これは処遇原則からの要許でもある｡

ただ､例えば遵守･･lI項の遵守状況等を錬iEするために､■拝前通知しては支障が出ることも

考えられる机 この卑合は､突然訪問の必要性の程度や訪問の暗即 5や､訪問にかける時

印等を綜合的にキ点して､訪問の適切性を判断すべきと患われる〇

日出前Eは 後の時間称に設ける訪問は､原則として,竹前通知に革づいて行うべきと思

われる｡

り 他の行政分野の訪問aI壷の時間静に関しては､日出後n没前又は支店時間内に行わ

れるべきとの解釈があるJP
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｡しかし､保諾扱解のE]的が再犯防止及び人人の社会挫ノかこあることに鑑みれば､この

ような限定は合嘩的とはF.えない｡また､対象名や処遇担当&である保護司が昼間出勤し

ていることも多くあることを考えれば､日没後の訪問もL'J定されるだろう｡ただ､正座早

粥のL6IAJは､JiL別として､,F,害すべきだと思われる｡

例えば､A走族少年の塘合であっても､攻の外からの扱頼ならともかく､夜間往訪を嶺

特的にLTTうことには問題があるように思われる.

エ 由緒の懲杜

ji常のtB命姓､上に全盛を中心に進められる机 危戦中面での作成のtB合､たとえ所持

品検^等̂があっても､任意で行われる限り柑 二間丑がないように思われる,ただ､相手の

抵抗を排除しての鹿味での強制換爺のみならす､印fにことわらす行う検査も任意とは言

えないから､例えば寛解剤rfi犯対象者の托射税の碇詑等の蛤合は､個別的に間鶴となりう

る■好例が見られる｡

(二) も乍di

贋するに､探題税察対象者にも恕法上のプライバシー軌の保印が及ぶから､家庭訪問の

態様､T･･桃にも ･定の制約がある｡ただ､保超観光等の｢I的.対象占､処遇段階等の多様性

のために､ 套̀艇訪問の㍊題も多様であって､それにrXJする11体的手枕要件を-鰍 こ法律で

定めることには閉経な面がある｡しかし､だからとL.つて､無制限に処遇者の戚丑に任せ

られるものではなく､訪問の必要性と対象古のプライバシー利益との衝立で相当な限度に

上まるものでTJ:ければならない｡このような税点から現行架滋訪問の運用をみると､突然

Ei同､座間訪問等の点で留意すべきところがあるように思われる.

'ri政調血をめ(･る戒JLの司法的コントロールにおいては､国賓庶併読或康盛等様々な形

態がありうるqJ｡このような78後志香をt)J能ならしめるためには､姐jG名が ｢処遇経過

ねiiz･a｣などに.家庭訪問に関する一定の切項を記載することが壁4'Jされると思われる｡

三 仮出軒の中消手捷
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以 Lは7:に日常的に行う処遇活動の中で､対象省の人催促畔上留J話すべき問題点を考察

してきた｡それでは､対象者の遵TjI▲拝項退反又は再犯の■Jl実の発党後の執行猶予や仮出獄

の取消手枕においては､現行制度及び運用上聞魅がti任しないだろうれ 取消手続が対象

者にもたらす現実的な不利益が極めて大きいことに鑑みれば､その手税の適正が強く要求

されることは､勺然である｡この較点からみた時､現行仮出獄の取消手税のあり方が矧 こ問

を硯されなければならないように思われる｡

むろん､溌/Eの仮出獄の取消の大判ま再犯によるものであり､̀JE前に捜悉親閲による捜

鼓が行われ､♪Ji実が明らかになった後に行われることを考えれば､仮出獄の取消手椀にお

ける対象者の手続的権利の保持を特別に取り上げる規'R的,el味はあまりないのではない机

というLi兄があるかもしれない｡

しかし､再犯といっても､有罪碇'jt名あるいは起訴されたものを意味するのではなく､

Ml.ル事税にかかっている者を意味するにすぎない｡それゆえ､この段階においては､取消

竹山の存在が明白であるとは限らず､取消凍q!鎖関が崩梅的な1JI実調血､認定を行わなけ

ればならTJ:い場合もあろうし､また,そもそも､●Tl実がn)伯 であるかどうかとかかわらず､

手続の適正というのは要求されるものであるはすである｡

しかも､仮山獄の威蝕化施策や､中間処遇施顎等､予後に一定の不安をもつ受刑省に対

する仮出獄を胡嘘化しようとすれば､必然的に再犯に守る前に､他の過反Lll実を理由に仮

出城を取り消すという運用を依極的に行わざるを村なくなる t''｡そうなれば､仮出獄の

取消の大平は再犯によるという前提自体が崩れてくるであろう｡このように､保護観察処

遇､坂出瓜の凝擁化が強調されている今日､取消7-8,'Lを取り上げることには､実隙的な意

味もあるし､また､今後は､それが増加するとjJえられるのである｡

そこで､以下では､日本の取消手鮫の問題点を検証するための素材として､最初に､既

に眉fT一触れた､アメリカ合衆国連邦位苗戒の取消手続に関するモI)ッセィ､ギャグノン両

判決を紹介することにしたい｡これらの判例は､20余年前のものであり､その後の判例

確麓や社会内処遇の実践には大きな変化があったが､なお社会牧村の理念が支配的であっ

た時代の判例であるだけに､社会役帰のt∃的と対象音の人倫との関係をいかに捉えるかに

関して示された理題分析は､日本の取消f稲 のあり方を考娯するにあたっても､なお価値
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を'L-つていないと考えられるからである｡

- アメリカ合発射における取消聴riilとデュープロセス

既述のように､アメリカ合衆国における7ロぺ-シヨン､Jtロール対象者は､様々な法

理を用いて､適法保持の対象外とされてきた｡そして､プロベーション､パロール手続に

三 ;:-__-_:Il._::=:=二 二 二 :_I--iI':-TI---_:二:_i~

き用を認めた上､利益街堤のアプローチを用いて､バロール取消に必要とされるP<体的な

lデュ-プロセスの内容について判旨した.

モりッセイは､1967年手形偽造罪で7年の拘,F,モlfIJに処され､翌年6月にアイオワ州

&.刑務所から仮釈放された者であるが､7別 j後､遵守11噸 過振 dEAを理由に､保題観察

官の指示で退捕田旺された｡1週間後､州バロール委日食は､探題観察官の報告1ほ 寅蒸

し､パロールを取り消すの決定を下し､モリッセイは刑禎IrTに丙収再されたC

そこで､モT)ッセイは､聴聞なしにバロールを取り柄したことはデュープロセスに違反

するとして､人身保護講求の申し立てをしたが､避邦地方裁判所によって却下された｡さ

らに､第八巡回区控訴&判所も､連邦地方叔判所の判決を支持した 川 ｡

連邦最高戒は､モリッセイの1j事件移送命令のO-I'('Rを受現し､そして､本件の焦点は ｢修

正14真のデュープロセス条項は､州がある名のJiロールを取り消す前に､その者に対し

て何らかの聴聞の機会を与えなければならないことを要;ltiするか再か｣にあるとした上

(ar472)､次のように判示した｡

2 IJ順

1) バーガー判JJlの執筆による法廷意見は､まず､Jiロール手税にデュ-プロセスの

着用があるか否かは､Jiロールの矯正制度としての日的､繊能の検討から始まらなければ
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ならないとして､次のように述べている｡

｢(バロールの)El的は､科せられた刑の満期まで拘宗することなく､個人ができるど

け早く鯉虚的な個人として再び社会に役婦できるようは助することである｡それはまた､

q人を刑務所の巾に拘,flしておくために必要とされる社会の財政負担の削減にも役立つ｡

パロールの本田は､受刑者が刑期の扶余期間 一定の規則を遵守することを条件とした､刑

期溝7前における刑誘所からの釈放である｣ LL｡

用例所は､このように､ ｢パロールは､Itllナ深い特別な扱いではない｣という諾題を示

した上､かかるバロールの目的の達成のために､遜寸●P項が定められ､快諾観察官が対象

&に対する指導 ･捷題を行うとし､そして､遵守･11項の遵守は､パロールの取り消しによ

って担保されるが､違反があったから常に取り消されるわけではなく､ ｢探題扱察tYは､

対象Bが適切に肺応しておらず,かつ反社会的行動をしないことが期待できないほどに､

その述反がtTi人かつ継続的であると思此するのでなければ､バロール取り消しの下段を講

じえない｣!妃と述べ､従って､ ｢(対象削ま)遜r/J'LjL頃を火fI的に遵守している限り､

自rtlを鎌持する権利がある｣という認識が絶対的なものになる.とした｡

戚判所は､以上のようにパロールの日的 ･機能を分析した上､バロール取消決定は二つ

の判断過程から榊成されるとした｡第 -の段階は､｢遵勺uq項に迎反する行為を実株にや

ったかとうか｣というヨ壬実認定の過程であり､節 J.段階は､ ｢対象Rが刑頗所に再収容さ

れるべきか､それとも社会を保護しかつ杜全役帰のための別の手段が講じられるべきか｣

という問題を判断する過程であるdBとした｡

2) 扱いて､戚判所は､/iロ-ル取消手続に修正 14轟の適用があるかの問題に移り､

ます､パロール取消手続と刑弔手続とを区別し､後者では ｢市民の77する絶対的自由の刺

等｣が間埋となっているのに対し､前者では ｢条件付自由の刺等｣が問題となっていると

して､刑fliT:続に保障されている患法上の言古好利をパロール手鮫に及ぼすことはできない

とした "｡

そして､取消手続に修正 14条が諮用されるかについて､次のように述べる｡｢F当歳
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糾所は､LfT政 Jの給付が F権利』であるかそれとも r特捉Jであるかによって意法上の悔

判を決定しようとする概念を､現在すでに放塵しているi lG柑血mv.RidlaTdson,

403U.S.365.37･l(1971]｡いかなるf･校的保持が適正であるかは､ F個人が東大な

不利益(grievousloss)を要る程度にかかっている｣｡ りointAnu-FasClStRefugee

Comir【eev.MCGrath,341U.S.123,168(1951日FrankEurter,∫.,ConCuring).

quotedLnGoldbergv･kelly,397U･S･2511,263(1970)]｡問笹は､単なる個人の

利益の r屯さ▲ではなく､その利点の性質が修正14条の F自由または財産』という文言

の意隊に含まれる利益に当るかどうか､という点にある｡Fuenresv.Shevin,407U.S.

67,92(1972).(at481)｣｡

｢パロール対象Bの自由は､有罪iPG.定を受けていない人達がすることができる広範な行

為を彼に可能ならしめる｡彼は遵守771項を守る限り,･-就職することができ､自由に家族

や友人と ･蹄に過ごし､その他通常のせ砧にllFう.,点々 なりIを自由に行うことができる｡-

その状態は刑頗所内における拘欝状態とは全くj¥なる｡故は少なくとも､自分が遵守部項

に則って生酒しなかった似合だけパロールが取り消されるという暗黙の約束をl言戯してい

る｡そして､多くの場合､もし､パロールが取り消さ^ると､彼は長柑Jの拘禁に由画する｡

それ紋､われわれは､対象者の自由は､不能定なものではあるが､制限が加えられない

自由の盾する廠心的なnlI値の多くを含んでおり､その取粥は､対象者及びそれ以外の人達

にr前人な不利益Jをもたらすものと群する｡もはやこの間筏を､バロール対象者の自由

がr権利Jlか r特依Jかという故点から取り扱うこと蛙ほとんど無益である｡いかなる名

跡を用いようと､その自由はEL.lr価なものであり､捗Jf14条の保道中に含まれると解さな

ければならない｡その取消は､非公式的な (informal)ものであっても､何らかの規制さ

れた手較(orderlyprocess)を必要とする｣ L'｡

3)鈍いて､裁判所は､利益衡鰍 こ逓づいて､いかなる具体的T:銭が必要かについて講

じた｡すなわち､対象者の多くは ｢反社会的行為を犯す･･･危険があること｣､ ｢以抑こ罪

を犯した有罪者であること｣等を考慮すると､州は ｢grたな当iF占主衣的刑弔裁判を行う
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負担をnうことなしに対象者を刑戎所に再収容できるgL越的利益をヰけ る｣ P ｡しかし､

｢何らの)は 式な手級的探仲なしにパロールを取り約す利益はもしていない｣｡なぜなら､

｢Jlロール対生割れ ほしは F拘禁中Jであると公式E=山己述される机 現実に拘禁されて

いる受刑か ･を管理するために要訪されるようfJ:岬決処分が必要であるという主歪蛙ここ

で七くgほ rlていない｣し､ 叩 抱な事実事同が戚tの亨∫庚を妨げることはない以上､取

田が全く戚Bt間宅である=･という主歪も東認できない｣からであら (at483)｡

さらに､Rfq席は･手椛的保拝は社会の利益でもあるとした｡すなわち､ ｢真件付自由

に対して刺rrtfを11Jするのは剃こJtロール対象石だけではない｡彼を･･･通常の有益な生活L:

改Aさせる (ことに)､社会もまた判雷をJIJしている.従って､社会は､,ttつた楢報の故

にまたは取iflの必要件に対する誤った評価の故に､-･′tロールが取消されてはならない利

益をイけ る｡･･･社会はさらに､′tロール対象HをJtA的な公frに従って処遇するという今

一つの利歳をTfする｡すなわち､パロール収泊に瞭しての公iF.な措EZは､忽意的に取り扱

われたという反兜を国道することによって､社会触棚の撫能を伽正させることができる｣

書■I

要するに､必要な取消手続の内容は､ ｢遜bZの,I.4'比 が.JE馴された切実に掛 目ナられ､か

つ､必出の行班がバロールの行為に対する正Wな知mLこよって仙轍付けられることを保障

するために梢策された非公式な聴周である｣ iJ

そのうえで､戚判所は､二つの段曙の聴聞が必嬰であるとした｡一つは対象満を逮捕す

る特に要求される ｢予備聴聞｣(Prelim aryHearing)であり､もう一つは最終的決定

を下す前に要求される ｢取消食間｣(Re､･∝ationHearing)である｡

(1)r･応噂KIが必要とされる理由は､逮捕されてから尾終決定までに相当な間隔がある

こと､逮捕叫所と内収容される施設との間に群書的にかなり屑たりがあることにあり､従

って､｢I'T轍が斬しくかつ史料が手近に崩っている同に｣盈反行為ないし逮捕されたtB所

で厄少限度の取りJIぺが必要とされ､毛朋のEl的は､｢遵守竹項迎反を構成する行為を行

ったとI.てするに足りる相当なJZ由(probableCause)又は合理的な根拠(reasonable
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ground)が存打するか否かを決めるため｣であるとした ~*｡

判詣聴聞の要件は次の通りであるd.｡

(a)聴牌は､穀棲-J‡件に関与していないBによって行われること｡ただし､遵守野原違反

枢告1巧を作成し又は取消を申し立てた名でなければ､保讃扱無官でもよい｡

(b)対象者は､tEl当な理由の有無を決定するためのl引封が行われる旨の告知を受けなけれ

ばならない｡また､告知はいかなる逆反行為が告発されているかを示さなければならない｡

(⊂)対象1引ま､止良を提出して､自己弁群をする哉会を保狩されなければならない｡

rd)不利益な楢報提供者は､対象者の詔求により､その面前で串間を受けなければならな

い｡ただ､矧瑚宮が､II-)軸提供者が身分榊′示によって危険にさらされるBtれがあると判断

した噛合は､この限りではない｡

(e)聴聞臼は､簡略的なものでもよいから､聴聞についての記録を作成すること.

(f)放出されたtrl鰍こ鹿ついて決定を下さなければならない｡

(g)決定樫山及び証拠を明示しなければならない｡

(2)これに対して､取消聴聞のFjrfJは､ ｢Jfrいにかかつている関迎竹実の滋終qJな評価｣

と ｢碇定されたJ耳尖によって取消が是認されるべきか所かについての判断｣を行うためで

あり､聴聞は辿挿後合理的な期間内に行われるべきとされた … ｡聴聞の要件は次の通り

である｡

(a)迎反■JI実についての遊面による告知｡

(b)不利益な証拠を本人に開示すること｡

(ぐ)自己弁解をし､証人及び証拠占類を提出する雑念を付与すること｡

(d)不利益止人と対持し反対尋問をする髄利を付与すること｡たた､聴聞官が対特を許さ

ないiE一当な確由を特に認めた時はこの限りではない｡
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(e)伝統的なバロール垂fl会のような,P立な聴r現地閲によって行われること｡ただ､榊成

Elは司法tJ又は法子持家である必要はない｡

(f),P実認定者が依拠した証拠及び取消理由を付した文.Bを作成すること｡

裁判所は､また､聴聞手続を刑事手椀と向 一枚してはならす､刑,J鳩判で認められてい

ない手紙や､蕃普供述苗等のi2料も証拠として考慮できるような虫軟なものでなければな

らないとした｡弁話人依頼権の間壇については､ ｢ここでAlれないし､蕃理もしない｣と

述べたT'LE｡

(_)ギャグノン対スカーへリtq'

本件は､プロベーションの取消手続が間懲となった刊牛であるが､争点は､ (1)プロ

ベーション対象斤は聴聞を受ける権利があるか再か､(2)あるとしたら､弁讃人によっ

て代理してもらう権利があるか鳶かてあった｡

判旨

1 Jlウェル判御 こよる法廷意見は､まず､争JR(目 について､プロベーションの取消

に際しては､モリッセイによって確立されたものと食くIF'jじ聴胤Tl一統が保障されなければ

ならないとした｡その理由について､次のように述べている｡

｢7'ロベーシヨン取消は､ (パロ-ルの取消と)l61位､刑習訴追の一段階ではないが､

自由の類火を′上じさせる｡従って､プロベーション対象斉は､パロール対象者と同位､モ

リッセイ判決に眺dされた発作の下での予脂鶴間と庇終取消聴聞を受ける版利がある｣

far783)｡

2 弁超人依頼腔について､裁判所はモリソセイを引きつつ､プロベーションの目的が社

会復帰であること､取消決定が可美認定と取消の相当性に関する実質判断の二段階からな

ること.抹題悦察官の役割は二重なものであるが､カウンセラーとしての機能は､告発を

行う時点では著しく後退し､取消手続においては告発官としての機能を果たすことなどに

ついて触れ､従って､正確な叫実認定と十分な伯轍をtj･えられた上の成東権行使は､対象

者にとっても､州にとっても利益になるとした｡このような対象者及び州の利益を保障す
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るための正雄な切実認定と†分な情軸に林づく戚畝能行使を放伐するにおいて､モリヅセ

イ判決の要作は重要な役割を架たすが､以下の樫山のために､ケース ･バイ .ケース方式

で弁盛人依頼権を認めるべきとした LLP｡

(1)モ7)ッセイによって保障された権利の実効性は､ 一定の場合はプロベーション又は

バロール対象古のもっていない専門技術の駆使によって担保される｡ ｢手続の非公式な性

格及び技術的な手続､証拠法別の不存在にも拘わらず､聴聞において証人の主尋問､反対

尋問又は扱雑なiF証の提出､発議申立等が要求される場合は､･･･(対象者が)自己の主張

をはっきり授′示することは纏めて困姪である｣｡

(2)しかし､すべての一鉢作に弁護人選任権を認める必要はない｡多くの場合は､新たな

犯罪が行われたか､遵守中頃過反についてEl詑のある噸命であり､正当な懸由が存在する

としても､そのIll状証拠は､I.･弁護人のTiを†汁りるべきといえるほど艶経てはない｡

さらに､弁述人を帝人することは､羊税の作柄を大きく変化させる点れがある｡ ｢弁超

人がプロペ-シヨン､バロール対象別二付J-)されると､今度は州も自己の弁護人を立てる

ことが血舘である｡･･･モリツセイ判決で贋求された適切なリl実ARE,定とIi]J様に､ 『予測杓か

つ叔瑞的J]であるべき聴rLJ機l鬼の役割は､ますます戚判にBける戚判官のそれと似通った

ものになり､個々の対象者の社会役婦の斐}Rに可を械けることは-樹少なくなり.-境界線

上にある逸脱行為に対して寛容さを災い､非刑別的な社会後輪の継続というよりは再拘禁

の傾向を強めるに至るだろう｣ tlaS

さらに､官選弁歳入､州の弁歳入等による州の朋政凸lIiも軽視すべきではないとした｡

(3)裁判所は以tのような利益の分析を行った後､ ｢弁護人の必要性に関する決定は､

プロベーション又はパロール制度の運営に冶任を由っている州当局の位全な及主権の行使

によって､ケース ･バイ ･ケ-スに基づいて判断されなければならないJ r-とし､その

際の基呼について次のように述べる｡

｢jT･成人訴求樺が告げられた後に､プロベーションXはバロール対象者が､ (a)遵守

'序項に迎反していない､あるいは､(b)たとえ退反行為が公式記矧 こ明記されており又は
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それが1'hれていないとしても､その過bZfl為(こ対するlrLJllヒ又は伯状を)JE掛 寸けるため

の'iLfI的な■紬 が/f在し､かつそれらが枚社でありXは弁良人の艶めなしには展別が国雄

である･というもっともにして時期を得た主張をなし.それに耳づいて弁讃人の訪求を行

った場合に駄 弁&人が付与されなければならない｣｡ ｢予備世間又は最終宅間において

弁益人誹戌が却 f:されたtB合に臥 部 こその理由が軒課に妃&されなければならない｣

Id

(こ) 内刊ikの息芸

1 両判決の長大の忠義は､占うまでもなく､峨めてプE)ベーシヨン･Jlロール取消手投

にデュープロセス条項による保持が及ぶことをはめた点である｡モリヅセイ判決は､デュ

ープロセス長府の冶剛こ関する基本的原則､根拠づけ､及びデュープロセスの事前する最

低限の内容についての枠租を提示し､ギャグノンPJ決は､これをブDベ-シヨン取消手続

に広げ､かつ､ケース ･パイ･ケースの方法で弁.!人地椀種を娼めることによって､モリ

ソセイ判決を補充したと,与える｡

2 柿糊 決が下された当時,両判決の,7%したr･鵬聴聞と腰略取粥聴rHの良体的要作が､

プロベーション､パロ-ルの取消の運用にどこまで戊rAr吋な影VをLiえ柑るかについては､

消協的な妃方が強く､むしろ判例の亜腰椎は､その象故n(J坪論的なものとして意義がある

と捉える止鳩が多かった｡

1) 聴mT=銭がパロール委員会に与え得る影苛として､ .応次のような点が指摘され

ている｡

(a)丁鈍的保陣の存在は､バロール委員会の心押掛こ形書を与えるものとして意頚があ

るP ｡つまり､バロール対象者は自釧こ有利な話人､ 止拠を捷出することができ､′iロ

ール委E]会は依拠した証拠と取消の理由を文Ziに留めることがぷ凝づけちれているから､

1事後のありうる車重は､′tロール委員会をして､38やサ項違反行為についてはもちろん､

違反行為に関するLE.当化TP由や情状並鍵などについてもより境並に考止させることになる､

というのである｡
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(b)また､司法蕃点が従来より容易になることに意識がある 叫 ｡従兵､司法蕃点は極

めて限定的に行われたが､モIJッセイ判決によって保障された手続に迎反した､州の恋意

的な行為に対する司法蕃丘が従来よりは容易になるとされる｡

(⊂)さらに､弁超人依頼促に関しても､ケース･パイ･ケース方式とはいえ､判例の解釈

によっては､一定優鹿広く認められうるとされる 1U｡すなわち､判決は､弁護人を付与

すべき)1やとして､ ｢(1)jB守TF項(=違反していない､または (2)たとえ違反行為が

公式..己掛 こと明虎又は争われていないとしても､その遭反行為に対する正当化又は桁状を

革礎付けるための実質的Ttl由が存在し､かつ､それが挽雑であり又は弁虚人の援助なしに

は脱閑が閑雅である､という ･応もっともにして暗線を得たf.報をなし､それに基づいて

弁&人の..,A,;}Jeを行った噸合には､弁超人がlJ･与されなければならない｣と述べた P.'｡こ

こでは､遵守･Jl項追反をrE娼する場合と､正当化●坪山及び㈹状を上張する場合とを区別し

ており､そして､(7Ij芹の場合は､その t弧が ｢もっともにして時横を得た場合｣は弁通人

を付与しなければならず､役者の場合は､さらに本人の能ノJや'PJT-の淀易等を考慮して付

与するというふうに解釈しうるから､連呼･J噸並皮相細の争いに係わる場合は､弁誠人が

biJiめられる余地が大きいというのであるt"2｡

2) 他方､判決の問盤点として次のようなJ;J:Iが指摘されている｡

(a)ます､モリツセイ判決は､遵守竹項迎反中実の清正な認定を強題するが､Jtロール委

fl会は､どんなささやかな遵守部項違反に&づいてもパロールを取り消す成魚権を有する

から､実際の幽止めにはならないとされる "̀｡

(b)従って､司法蕃速の点に如 ､ても､モ1)ソセイ判決が､決してパロール委員会の取消

に関する実fI的判断の戚丑権には介入しようととしなかったため､付象者はすべての遵守

市境遜反･P実を争わない限り､司法蕃禿は依然7t門椅的であろうという 訓 ｡

(C)さらに､弁通人依頼掛 こついても､判決はかつて刑中手鈍で放茨したケース IJlイ ･

ケース方式を再び採用したとか､判決が認めた官選弁護人の噸合以外に私選弁護人の認め
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られる範用がどうなるのかの点について答えていない､A等のrlか指摘される JLuS｡

(3) ただ､モリッセイとギャグノン糊決が､迎邦及び州の立法及び運営に影守をt77え

たことも●Ll火である｡

モリノセイ判決が下られるまでは､例えば､遵粕のプロベーション取柄手続に関する廃

立は､丑'.TTP項並反をFi諾する場合にのみ､r･常態榊を認めると定めていた む■｡井川こお

いても､今くttnlを定めていない州はほとんどなかったが､モIJッセィ､ギャグノン判決

の控.Jたしたl!休的な手域要件からは程遠く､またやNi聴Eqを戯けていないところが多かっ

.▲tJtlJ二 ○

判決が下された後､ r台東摺戚桝所や拭柏(AdJThnistradveO爪CeoftheUnited

StatesCourt)｣は連邦の従来のプロへ-シヨン収納下校について修正を加え､以下のよ

うな聴lnJT紙を速めた｡

(1)rr臓聴聞に関して､

(a)必ず迎邦判･Jl又は治安裁判所の判11事の両前で'(-Tわれること､

(b)迎Lkリill̂.Vを.1己成した通知B面を対象者に渡すこと､

(⊂)対象n=聴聞に出頑する機会を与えること,

Id)対象ポ1こ止人を提出する鎖会を与えること､

(e)JF利益な証人と対特､及び反対尋問を行う権利をL'lえること (但し､聴間宮が証人の

身分公鵬が止人を危険にさらすと判断した場合は除く)､

(f)最終収的竜即のために身柄拘束を程純する柏d5な確由の和光に対する判断を記載した

を間.妃以Jlを作成すること､

(8)位略取消聴聞の作の弁護人を予錯塩間で指定すること.

(h)Ri鞘所の戚社による保原を行うこと､

(2)最終取消晩成には､さらに､
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(a)不利益証拠の朋示､ (b)取消決定の依拠した証拠及び理由を付した曲面による決定､の

-_つの好利がiB加されたー●l｡

ま1-､州レベルでも､ほとんどの州が､そのLIL法文は行政税別に､モI)ヅセィ､ギャグ

ノン両判決の基呼を盛り込むようになったと言われる 心"｡

4 ところカ㌔ 他方で､判決当時の学界からの問温点指摘とは別に､今日において､繭判

決はもはや紙持できないのではかというより般JF的な如間が提起されている 丘畑｡

モリソセイ判決がバロール取消手鏡に恵法14条のデュープロセス条項の適用を認める

に当って相いたもっとも亜要な理論は､ ｢覗人な不利点 くgrivousloss)｣原則であり､そ

して､只体的手続資作を萄くための ｢利益衡曳｣に当って､州の利益に関してもっとも強

調したのはバロールの社会復帰の目的､磯能であった｡しかし､その後､前者の法理に関

しては､凪･.盲盛が臼ら制定法の解釈を屯祝する方向で大きく軌迫捗JtL､後者に㈲しては､

プロベーション､バロールの実務が大きく変化したのである｡

1) tAl川 の変化は､施L没内処遇に関する-姓のL諾l':ur戚判例に現われている 丘ID｡ギャグ

ノン判決の翌年 1974年､香時 (good止me)の別命手跡 こ修止14条が適用されるかが

関脇となったウォールフ対マックドネール (1974) &lEZ･li作では､遜邦最高掛 ま､な

お讃時剥奪が受刑者に与える現実的な不利超を強調して､修正 14条の ｢自由｣に含まれ

ると解釈した｡すなわち､ ｢いったん州が題時の権利をhJ設し,かつその剥奪は重大な迎

反行為に対して斜せられる制裁であることを長沼C.したからには､受刑者の当該利益は現実

的な価髄を,nt_有するに至り､修正 14条の P自由Jの中に包摂されるものであるとした上､

受刑Rの利益の相対性､施設内保安､規紳維持の必要性､懲3;Jのもつ教育機能の重要性等

に対する実質的判断を踏まえて､モリッセイやギャグノンのような広範かつ完全な手耗要

件は必要でなく､I,告発弔実に対する舌面による告知､証拠､理由を記載した占両､証人､

証拠の提出機会､叔丑によるJ絹 ､反対尋問が要求されるという,Fl<体的雪作を示した tLt'

しかし､1976年のミシュム対フアノ (1976) tLu.･JiI牛では､より制約の厳しい
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別の刑頗所への移送手枕が同夜となったが､店r.:;鹿は､デュープロセス条項の意味におけ

る ｢自由｣の有旅を検討するに捺して､決定的な男娼は問題となっている ｢利益の性質｣

であるとし､ ｢刑サ被告人は､有効なbJ罪判決を受けることによって､拘,t,.+条件が他の点

て諸法に反しない限り､州が彼を拘,SSしてその刑捲所制度のルールに服せしめる限度まで

は自由を合遥的に剥奪されている'IL3｣と述べ､さらに､ウォールフ･tF件と異なって,本

件では､一定の妙由がない限り､同一の施設にととまる権利が州法によって与えられてい

ない点を指挿して､どの刑涌所に拘禁するかの決定にはデュープロセス条項の制約は及ば

ないとした｡

また､I979年のグリーンホールツ判決 'JJは､仮釈放千線に修正14集のデュープ

ロセス条項の者FT]有無が問題となった刊乍であるが､デュープロセス条項の意味における

｢nE71｣の有無の検討に際して､仮釈放のnl可と仮釈放の取消とでは位汚される利益の性

質が輿なり､ .カは､ r条件付き自rh｣への収得であり､ ･方は､既に得ている ｢条件付

き自由｣であるため､本件はモリッセイのTft案と災なるとし､州がパロールの可能件を提

示することは､かかる利益が与えられるかも知れないというやなる抑待以上のものを意味

しておらず､かかる期待は､デュープロセスの保障の枠外であるとした｡

ただ､愚拓超は､州法の仮釈放の射IFに関する規定 (ネブラスカ州第83編節1114

粂頒 1項)が､ ｢パロール委員会は､-･(遺構を取'(HTしているi-が)次に掛 プる弔由があ

って釈放を度胸することを相当とする場合のほか.釈放を命するものとする (sa血11)｣と

なっている点を根拠とする原告の権利主張については､たしかにかかる規定から生じる受

刑者の搬待は法紳 ヒ無視できないとして､デュープロセスの適用があるとした｡そして､

,fq.体的手耗要作の検討に際しては､仮釈放決定の7･淵的､上板的な性格を得に強調するな

どして､州法の定めている手鏡要件 LJrはデュープロセスの要吉lLiを充たしているとした｡

2)那二の変化､つまり､プロベーション､パロールの変化も注目に依する｡

モリッセィ､ギャグノン両判決が､プロベーション､バロールの横能､目的の分析及び

比較衝且にあたっての州の利益の検討において､とくに強l凋したのは､7ロベ-シヨン､
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パロールの社会後備の目的､嶺能であった｡すなわち､ ｢(Jtロールの)目的は､科され

た刑の猫柳まで拘貸されることなしに､個人ができるだけ早く他段的な個人として再び社

会に鍵柑できるよう捷助することであるJ山 とし､そして､義正な手持は対象者の利益

傑Ftのためにのみあるのではなく､二つの意味で社会の利益のためにもなるとした｡すな

わち､拭ったTP実hg定又は取消の必要性に対するぶった評価の故に､本来自由社会の中で

手l会凍･hiに励み綻けうる者を再収容しないですむカ､さらに､公正に従って瓜連を行うこ

とは､忽念的な裁削二村する反発を回38することによって社会絶婦の鎖錠を促進する点で

利益があるとしたのである也'｡さらに､弁&人依頼権をケース･パイ･ケース方式て認

める槻塊として､もし弁護人I&頼権を絶対的なものとして認めたら､ ｢竜間宮は刑78裁判

の戚判常に似通ってしまい､対象者の社会毅相の要必 こLTを帆 ナす､境界線上ある逸脱行

為に対する兜解きを失い､jF刑罰的な社会役伯の松純というよりは丙拘f講の傾向を強める

にやるだろう JJと述べた｡

すなわち､店前戚は､取消手続が篇正てあるべき根拠も､それを対案化しすぎるべきで

ない根拠も､パロールの礼会復Lhi機能に>Rめたのである｡

La花畑のこのような.諾.屯は､社会役付の叩念がなお支札的であり､拘柴による労賃が批

判され､ダイバージョンや社会内処遇が柑 こ強調され､ 一方で､パロール委日会の恋意的

運営に対する批判が強まっていた当時の一般的な,-IA胡 tlj■と ･致するように思われる｡

しかし､内判決後､まもなく､社会復帰の確念は様々な角皮から批fJJされ､連邦を始め

とする多くの法域において不定期刑が庚止されて定期刑が専入されるにいたった｡パロー

ルは廃止こされるか､又は必要的パロールの制度に変わり､その期間も法によってあらかじ

め定められるようになった｡バロールの目的にLyしては､特に刑祷所の過剰拘禁状況が深

刺化するにつれて､過剰陶芸頓和措菅としての経距が強訴されるようになり､また､対象

名のなかに亜罪犯､累犯の比率が増加するにつれて､社会肪鞍の殊能が義aIされるように

なった｡

さらに､モリッセィ､ギャグノン丙判決は､ダイバージョン､パロール対象者が実侍に

卓受している ｢自由｣を強調することによって刑務所内の状況と区別したか.この ｢自由｣
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に付く射 牛も慮しくなった.実掛 こおいても､地中監ffや､受宅杓だ､lJi子監視等伝統的

なプロベーション､パロールと異なって,施設内処遇と社会ない処遇との中間に位荘する

ような処j占炉型が登場するようになった｡

このような中で､とこまで州と個人との利益の一致性､境界線上にある逸脱行為に対す

る尭容さ､失う自由の ｢玉大｣さ､等の埋品胡鍵を維持できるかが疑問であると指摘され

ている一IR｡

ただ､モリソセイとギャグノンtJJ決に有利に曲く要弟もある｡応前掛ま､修正14条の

｢臼由｣の愚昧の解釈から巨はデュー7Dセス肝利を専くアプローチを全く放東したわけ

ではない｡例えば､受刑者を茄神病院への移送する決定が開成となったビテック対ジョン

ス 日 980)判決tLi'において､思慮親は桁紳病院への移送によるスティグマ､及び予

想される強制的行動変容療法等を理由にあげて､デュープロセス条項の適用があるとした

[1ユ1

また､ほとんどの州は,モリッセィ､ギャグノン判決後､取洋j手税に関する立法措置を

行ったと言われており､制定法の解釈を血税するt'L鳩をとっても､法が改正されない限り､

ほとんど影℡ないだろうとも言われている l】ユ ｡

また､社会役Mはプロベーション､パロ-ルの処遇の深糊においては依然並墾な理念で

あり､上述の中間制裁､中開処遇プログラムは､むしろプロベーション､パロールの限ら

れた 一難の変形とも言える." ｡

以上のような要超がモリヅセィ､ギャグノンYJJ決にどう影響して行くか､今後動向に注

目したい｡

さて､アメリカのパロール取消手続に対比してみた場合､日本の仮出成取消手続はいか

なる特放ないし開温点を市しているだろうか｡

ニ E]本の仮出獄取消f一続

(-) 制度の故要
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取行ibの坂出il取消手純に関する規定は掩めて簡略で､わずかに､犯罪者予防更生法4

4条に､ ｢仮出払の取消は､本人の採&扱紫を司る保altE群所在地を管轄する地方委E]会

机 決定をもってするものとする｣ (1項)｡ ｢点′.7すべき･P項を足守しなかったことを

甥rhとする仮出故の取消決定は､探題捜索所の長の【PJ(=より､かつ,審理を経た後にし

なければTJ:らない｣ (2項)と定めているにすぎない｡

仮釈放の許可手練について旺犯予法が､蕃禿すべき事項､地方委月会の委月による面接

などを定めているのL:対して､取消手稔に関しては､これらの定めもない｡

r仮釈放及び傍題較察等に甜する吸nqJ (昭和19年LIF目 口法店省会荊24号､以 7:

｢仮釈放等湖 山 と略称する)においても､払出iZf椀に関しては､仮釈放の許可に関す

る規定の ･部の唯用を認めているに過ぎない.

以下は､これらの法規及び実務上のBE用状況に1よづいて､取消7-椀のあり方について概

放したい｡

1 仮出獄収刑の'JI由及び蕃理の範囲

(1)倣Hl以収榊の･lI由

仮出獄収粥のtJll力について､刑法21炎 1項は次の凹つの･B由を定めている^

(a)仮出獄中にさらに非を犯し､罰金以上の刑に凪せられた時 (TAI成上は ｢1号可由J

という)a

(b)飯山以前に犯した他の罪に付罰金以上の刑に姐せられた時 (｢2号弔由｣)｡

(⊂)仮山瓜 前に他の刑 こ付罰金以上の刑に処せられた石につき､その刑を執行すべき時

(｢3号せ由｣)｡

(d)仮出獄巾遵守すべき事項を遵守しなかった時 (r4号･少由J)｡

刑法が以上のせ由がある替合､仮出gtの処分を収納すことが できるとしている (刑法2

9粂l斗l)ことから､たとえ､1号ないし3号事由による取消の叫合であっても､仮出獄

の取洲ま地方壷貴会の戚塁に委ねられていると解されてしる ■止
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現行法の仮出獄取消下総に関する規定は傾めて簡略で､わずかに､犯罪者T,防更生法4

4条に､ ｢政出iJ:の取消は､本人の保&牧水を司る保波板劣i所在地を管轄する地方妻f]全

机 決定をもってするものとする｣ (1項)｡ ｢jF.干すべき･好項を遵守しなかったことを

理由とする鮫川はの取消決lGは､保讃扱来所の長の中郡により､かつ､奉理を経た後にし

なければならない｣ (2項)と定めているにすぎない｡

仮釈放の詐pJ手挽については犯予法が､蕃杢すべき事項､他方委員会の委員による面接

などを定めているのに対して､取消f税にBqしては､これらの定めもない｡

｢仮釈戯及び保讃挽察等に関する税別｣ (昭和49年4月 1日法務省会第24号､以下

｢仮釈放等風刑｣と略称する)においても､仮出獄手続に関しては､仮釈放の許可に関す

る規定の一部の準用を認めているに過ぎない｡

以下は､これらの法規及び実務上の運用状況に)lづいて､収的下続のあり方について板

紙したい｡

1 仮出獄収粥の可i由及び席理の範喝

(1)仮Lu獄取消の!S由

仮LLH獄取消のFEI由について､刑法21粂1項は次の四つの1Jl由を定めている.

(a)仮山広川｣にさらに非を犯し､罰金以上の刑に処せられた暗 く実用上は ｢1号可Ⅰ由｣

という)dLLr'

(b)仮出獄(711に犯した他の罪に付罰金以上の刑に処せられた時 (｢2号や由｣)｡

(⊂)仮出獄前に他の罪に付罰金以上の刑に姓せられた者につき､その刑を執行すべき時

(｢3号匂由｣)｡

(d)仮出獄中遵守すべき中頃を遵守しなかった暗 く｢4号flI由｣)｡

刑法が以上の琳由がある場合､仮出獄の処分を取消すことが できるとしている (刑法2

9粂1才(-)ことから､たとえ､1号ないし3号1FF由による取消の場合であっても､仮出獄

の収漸ま地方垂日会の鹿屋に委ねられていると節されている lu
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(2) 地方芸貝全盲確の範閲

そもそも･1号事由ないし3号lB由による取刑が審理を必要とするか頚かについて､史

子法は定めておらず,糾こ､ ｢遵守すべき畑 を38守しなかったことを理由とする仮出獄

の取iFl決定臥 収JI撹幸市の長の申誠により､かつ･蕃甥を推た後にしなければならない｣

と定めているにすぎない (空予法44粂2項)｡

そこで･1引 噛 なtL3号弔由による取淋 こ付して祷確が必更かに関して､学説吐恵

良が必ずしも 一丑しておらず･また･とくに.7度するものが少ないが -1'､実務上は､刑

法29急lEiを舶射 二･すべての取消t=蕃押かel要と併 し t･̀､また､そうjZ用されてい

るようである二● ｡

溝確臥 4g･J嶋 の甥合は･遵軒順 逆EL･Jf火の存苗の認定と取消しの必要性､相当性

に関する実ffb()判断という二つの部分からなるとされ 】̀<､iI,Lないし3号申由の場合は､

そのIJfrbの7摺 lま･公の証明力ある文む (判決B等)によって此明可能であるから､蕃坤

はもっぱら収淋こf畑する実fr的判断を行うためのものになる｡

2 地^委u会による蕃理以前の手続

(1)放出主よの収粥のtf欄 ､仮出獄の耽帝与しの巾 ふ',

他方を日会の収納し審理は､保護税嬢所の良の仮出銭取消の申報 (以下 ｢中軸｣と略称

する)･又は･仮出店取消の申訪 (以下 ｢申d7｣と略称する)により行われる｡申掛 ま､

上述 1ワないし3㌢Jl由の喝合であり･巾泌ま4号叫由のせ合である｡地方垂月会の職権

の発Jbによる患確は行われていない tlt'｡

保丘挽壕の長が中軸竹由が生じたことを知るのは､次のようなり合である｡

(a)保道政勲所白休が申穀や由の生じたことを発見した14台｡

(b)邑故等のF'から､保護税喪中の古を収容した旨の通知を受けた場合｡
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(⊂)検車官から､CLL出獄巾の名が被知者又は軌 '1.人として検秘fEこ係屈した旨の仮出獄

占再犯通知を受けた場合L"｡

申i･.は､j8守.畑 遭反の句会である机 連用｣かなり似制二行われている｡申詔に囚す

る准車は明らかでないが､遵守事項違反による取刑の臥 <血すべき'TL項として･(1)

鵜密な促aEは が行われていたこと (ただし･促&位壌妊脱のtB合は徐く)･(2)遵寸

巾項iLbLが辞3:-にわたり鮭托するとみられること､ (3)38'.和 風 =反が犯罪に至ると思

ゎれるような社鋲が外新二あらわれ､又はまさにあらわれようとしていること･(4)巻

糾 ,iFの必専任と相当性があることが挙げられていること 机 からすれば･申茄の特もこ

の尽呼が一応の目安になっているものと思われる｡

そして､米粉 こおいて､4弓卑由による申㌫がなされる^の大部分は､仮出獄中の再犯

により､被疑占又は披告人として瞥軌 検新 一､戚判所等(=廉恥 Pの首であると言われる

■l●

(2)呼びだし､引致､常置

仮Lu紙取消の釆坤のために強制措旺力Sとられる場合がある｡鮒掛ま･もっぱら取消帯坤

のためのIl相 であり､弓l敦は法紳上は必ずしも取刑米印のためだけの爪把ではない机 取

n市坪を机虻として行われる舶 '多い｡呼び出しは引致の前放射 乍である｡

･呼び出し

地方義貞倉又は保題観察所の長は､いっても､保道政掛 こ付されている古を呼び出し､

矧急け ることができる (犯予法41灸l項) '̀

呼び出しは､&面によるとされ､(a)本人の氏も･(b)山東すべきEf時及び場所･(｡)症

当な確由がなく呼び出しに応じない時臥 弓l致されることがある乱 を占己載すべきとされ

ている (仮釈放等規則46条) ｡

･引致

遵･珊 41追biを疑うに足りる充分な理由があり･かつ､上岳と呼び出しに応せず･又は応

201



じないJAれがある時は､地方委目会又は圧点較察所の良は&刊所のあらかじめ尭する引泣

伏により村政E･を引致することができる (犯予法41粂2項2号) t"

引致は､逓倍仮出払の収粥寓理を前艇として､遵叶Jl項に遠反した如いについて調禿す

るために行われることが多いと言われる■▲一,｡

引敦は､深慮授察留が行うが､それが凶徒な場合､育軟骨に行わせることができる (氾

予法41粂5項)｡

引致について刑訴法76糸筋1項及び邦2項が準用されて､引致状が尭せられた-JJ由と

なる･11実の告知が必要である~15.｡

地方重用会､又は侃讃椴松所の良は､rjI致された古に対して速やかに朋爺を行わなけれ

ばならない (仮釈放等規則48粂1項)｡保&扱察所の良が引致を行った場合は､詞炎の

結果# 'rl,を地方委日会に捉出し (この杓こl.をした場合､取消申講があったとされる)､ま

た､保讃扱然帝の長が引致を行う前に取消の申講を行った嘩合でも､aft括累を報告しな

ければならない (仮叔鹿等相即18条2項､3項).

引致された省は後述の取消審理開姶決定がなされる場合を除いて､24時間内に釈放さ

れなければならない｡

･留択

地方委u会は､自らづJaした者lこ対してDl雀を行った結果､また､促Bi溌軽所の長が引

立を行った堀合は､上記の鞍言古により. (1)38守●JL項遭反を疑うに足りる十分な穫由

があり､ (2)かつ､遠亡し又は遠亡すると疑うに足りる相当な理由があると判断した時

は (仮釈放.̂r'i税別第49粂1項)､収納兼用を開始する旨の決定をすることができる (犯

T,法45粂1EIfi)｡

この決定があったときは､引致された右は引致後 10n以内の期佃､監以等の施設にqr

官され狩る (史子法45粂2項)｡

従って､留空は､地方委月会の取消事理脚姶決定の効力によるものであるが､その前控

として戚判所発付の引致状による引致が必要である｡
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食理開始の決定に対して､行政不服素禿法による不服申しitてを行うことは認められて

いない (犯予法45粂6項)｡

審王制洞始の決定は､本人に告知することとなっており (犯予法55発の2那1項)､本

人が監政に収容されている時は､決定Bの府本又は抄本を監獄の長に送付した時に本人に

対する送付があったとみなす (犯予法55発の2訴3項)とされている｡決定酒には､(1)

本人の氏名､年齢､本籍､旺所､現在する場所､(2)主文､ (3)理由､(4)決定を

した地方委u会のY.称及びその年n口をad載するものとし､合誠体を構成する全員の記令

押印が必要であるが. (仮釈放等BulJ4条 1項)､急速を要する場合は決定を行った一人

の委flが記名押印するものとしている (仮釈放等規則4粂2Ei)｡

3 地力委u会による膏理7-鈍

(1) 面接

地方委fj会の取消審理手鎚について､仮釈放等規ulJは､その性ffに反しない限りという

前投の下で､仮釈放のS可f-税に園する鬼別のいくつかの準mを認めている (仮釈放等税

別60粂)｡これによれば､

(a)地方委員会は､審理を行う場面に如 ､て､矧 こ必要があると認めるときは､主務委

日のほれ 委員を指名して酎 垂を行わせることが出来る (仮釈放二年規則60灸､23粂)｡

(b)土盛委日等は､面接に巧っては､本人の陳述の内容､懸波その他から､処分を行う

ために必要な777項を把虚し､的確な心証をFTることに努めるとともに､本人の社会後編を

円鰍 こするための相談に応じ､助言を行うものとする 順 釈放等朗 Ij60条､25粂)｡

(⊂)主査委El等は､両脚 こ当って必要があると認めるときは､保護税無官の立会を求め､

その意見を聴くことができる (仮釈放等規則60条､26粂)｡

従って､規定上は､地方委口会の栽掛こよる面接が定められているが､実際の適用上は､

ほとんど行われていないのが現状である JL'～-｡

(2) 遵守市境逸反事実の認定手枕
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これに附 る鵬 は全くない｡実- の- によれば､- ¶1=の和 方法虹 的 (こ

よるとされる｡舶 ･帽 庁からの恥 ･.tともにJE的 料の一括- を鮒 ､那 智項過

反に対するB柵 じ- 得た とで審理抑 われる｡諾棚 べの軸 ･方iEはあげて助 垂

妃 の合軸 紬 こ- ら九･着- 臥 舶 - ･公判- ･保- の任期 察朗 報

だ胤 m m dl朗 等あらゆる資料が鮒 の棚 となる - ｡

(3) 取前決定の告知

これLiJ一速手摺珊胎決定の告知の場合と何様である.

本人が他 こな鮎 れていない- 臥 決定- - を･相 投桁 の如 別 して､

んuこ鮒 することになっている (｢- 放 ･保&取 掛即†棚 鵬 ｣93 日)｡

L ) 1B]u)忘

前に紛 したモリッセィ､ギャグノン判決と対比して､畑 の如き8- 触 恥 桁

舶 みた船 ､別納 には日- ほうが- ている)･.tもあるように- れる｡例えば､留

如 効批 つながる他方朝 会の取消約 - 決&･a)rh･JJt糸作として､剃 irrによって発

付される引肘 が必配 され､従って､間接帆 ではあるが､欄 こ̀よる糊 の抑附 図

られているのである｡

また､柵 .JAlとして･∩- 鵬 は､- な- 噸 - に対する取消の帽 及び取

批 対しては舶 てt･"(な姿勢をとっていることからすれば･収粕 - 肺 こよるとし

ても､脚 (こ即 されるものと思われる｡モリッセ- 決で′1-.･iれた下税酢 がパD-ル

相 加 剛 の舶 めにならないとする批- ､パロール朝 会はれ な物 な酎 噸

故 咽 てあっても､それさえ認定できれば･妻- の- によって朋 を行いうるとい

う喉 認諾によるものだったと思われる机 このような状- 肘 には紬 しないと思わ

Ttる●

また･日加 齢 臥 剛 - 間が平- て- て粘く､モリヅセ川 決で言う ｢多く

叫 合 (槻 細 )もしパロールが- されると､棚 の拘RE=紬 する｣ - という･#
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flllとも只なる｡

しかし,このような判Iyの相逆を記めたとしても,対象者は,保護税寮の過程でもっと

も屯人な不利益を受ける協商に直面しており.また､不公正な凄いを受けることがその今

後の礼会役鵬にとって決してプラスにならない点では､アメリカの取柄手続が由面しいる

間道状況と同じである｡ ｢.Ftった切実認定｣及び ｢対象者に舶する点った評価｣を防(･こ

とを目的とする適正かつ公平な手続は､対象&の利益であるとともに､社会の利益でもあ

るとするモlJッセイ判決の論じた一般席Jgは､FIJ6.の場合も妥当するように思われる｡

また､引致の際に竹前の司法抑制があるとはいえ､そこで必要とされる ｢遵守や項追反

を穀うに足りる理由Jの稚度は､取消蕃嘩開始決定の場合のそれとは異なる｡また､取消

･か由の大半が再犯によるものとは言え､そのすべてが前非判決が確定したもので蛙なく､

むしろ多くは刑･歩手続のいずれかの段階にかかっているものにすぎず､それぞれの段階で

公的染料の証明力も異なる｡更に､再犯の場合であっても､撫罪､起訴猶予､又は微罪処

分になるnJ能作がある｡従って､地方委員会は､独立の立場から犯罪 l̀l実及び取消の必要

作､仙叫件に対する兼用を行う必要があるのである｡

さらに,仮出獄の期間が短いために､かえって､例えば､蕃埋柑JrlilrlTに､仮釈放期間が

浦TL､訴えの利益が欠け又は当部拓適格を喪失することによってlJl後の載溝が制約され

るF']能作がl.:urくなるという間趨点もある -144｡

このようなや十r')を考えると､Ej本の場合も､ ｢EFltったrB実の認定｣､ ｢対象者に対する

盛った.評価｣を肪(･という観点から､取消手続における対象P;の手続的腔利の保障を考え

るべきではないかと思われる｡

そこで､親行制度及び運営における問題J.J気をよりft体的にみると､対象者は､弓r敦の隙､

及び取消蕃嘩開始決定の隙､一応IfF実又は理由の告知を受けるが､その後取消案理にほと

んど参加)できないために､告知された串実又は理由に対して弁明をするの句会がほとんど

kiえられていないのである｡結局不服を主弘するために残された唯一の道は,取消決定の

折本を受け取ってから行う泰盛請求 (犯予法49粂)及びこれを経た後の処分の取消訴虚

(犯T･法51条の3)しかない｡
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仮釈放等規則では､地方委員会が戚臣で 亡杢垂E]等をして面接を行わせることができる

とされているが､これが運用上ほとんど行われていないことはもとより､その面接も､よ

ii委目と対象者とが一対一で行うものであって､決定を行うため三人で構成される合議体

(犯予法 16条)の面前に出頭して自己弁解を行う機会は認められていない｡

また､モリッセィ､ギャグノン判決で示された手続上の他の諸権利､すなわち､､不利

益証拠の開示､証人､証拠tll軒の挺出.機会､不利益証人との対崎､反対尋問､依拠した証

拠を付した中米認定弟の文パ､ケース ･/くイ ･ケースによる弁進入依叙権は､そのEl本の

取消手続にとっての妥当性はともかくして､いずれも認められていない｡

このように､対象者は､取消手札の審理過程からほとんど排除されたJrfになっている｡

少なくとも取消渚確の時瓜 こおいては保歳晩寅雄関と対象者との立場が直接対立している

にも拘わらず､呼ら探題観察機関の捌削こ揃って.取消審理を行うことは､公平な審理と

は言えないように思われる｡

(≡) 最低限の保障

モリッセィ､ギャグノン両判決は､取消T=続に直接修正 L4集のデュープロセス条項を

適用したが､日本の場合､同様に怒法31条の適正手続条項を取消手続に及ぼしうるかは

検討を要するO

取消手続が刑や手続ではなく､行政手続であることは明らかである｡行政手続と憲法3

1条との関係に関しては,窟法学及び行政学においても様々な立場があるが､由接適用で

はなく､媒法精神を行政T=続において群蛋すべきとの立場が通説であると言われている

Eil与!

位高裁平成4年 7月1日大法廷判決 tE'56は､ ｢窟法31条の定める法定手続の保持は､

由接には刑Tji手続に関するものであるが､行政T:続については､それが刑水手続ではない

との理由のみで､そのすべてが当鮒 こ同条による保附の枠外にあると判断することは相当

ではない｣として､行政手続にも諸法31集の定める法定手続の保障が及ぶ余地を認めた
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叫T

Jg部逸,k裁判官の個別意見は,さらに ｢行Bui;の処分のうち､少なくとも､不利益処分

については､法相L埼別として､弁明､聴聞等何らかの遭正fJ:Lg前手稜の規定を笹くこと

が必要である｣とのべて､行政処分のうち､不利益凪分については､原則として書法31

灸のjB正下純の垂iLllが*くことを明鰍 こした m ｡

このように､HAにおしても､現在､仮出獄取消丁掛 こ､克法31条の定める法定手銭

の供坪を及ぼす余地が縛めて大きしと思われる.取消決i:によって対象者の受ける不利益

の屯人作を増えれば､このような不利益払分に､j&d=,手椀を認めない甥由はないと思われ

る●

ところが､行政子鴨法の制定にあたって､保&扱帝の分野はそのj削rlから除外されてい

る｡これ蚊､ r払jAにあたって十分な拍斗監t7をしつつ由織の対応が求められている｣と

いう埋r17によるもので~LJ'､院議較察全通伴の払介に行政下税法を適用することは適当で

ない趣旨のものと思われる｡従って､このことから､jqJTl法の取消手擬似定について見む

しをする必撃がないということにはならないとJil.われる 11̀ ｡

また､刑Ji施虚法射 こおいても､懲罰T-･税慈刑手枕について懲刑が被収容者にとって蛮

人な･T=利瓜処分であるという■Ji実に鑑み､憩別を科せるにILlって､あらかじめ本人に容疑

IJl実の磐日て17げ､弁解の練合を与えなければなら(3:い日を定める (136条3項)等､手

放的繋船を飼っている州■｡

以 lのような'i息.判例､及び閑適行政範域における批向に鑑みれば､仮出獄取消手紋

においては何らかの工夫が必要のように思われる｡

ます､坂出u取消手税に患法上要請するhL耽取の堪やについて考える必要があるが､上

述長路R判決からはFi接には答えが出てこない｡法廷意見は､行政処分の多柾性を理由と

して､ ｢行政処分の相手方に事前の告知､弁解､肪御の戟会を与えるかどうかは､行政処

分により制限を受ける権利利益の内容､任す､制限の程度､'行政処分により達成しようと

する公益の内容､程度.緊急性等を稔舎熊JLして決定されるべきであって､帯に必ずその

ような頚会を与える必要とするものではないと群するのが相当である｣と述べ､日瓢裁判
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竹の個別息見臥 H体的にどのような･紬 丁純が冶止であるかを定めることは､ ｢立法当

榊の命坪的な立法政市 トの判断 こ委ねるはかない｣と述べている｡

取出iJの取洲こかかわる対象者の利iiと公Afこついてみた勾令,対象者臥 一定の制限

を受けながら紬 社会のなかで亨受していた自由のすべてを刺書されなければならず､対

数Gfことって&人な不利益を受ける場面である｡他方･公益に附して臥 公正､農正な辛

抱は･対象右の念削 り舶 に対する反発を回主することによって.その社会紬 に寄与す

る瓜 改び小文朗 と取消の必要性に関する･Rft棚 を正itt=行わせることによって､対

象溝を折って施設に収容することから生じる再犯作の他人を回題できる点において､公益

の促進にもl#与する｡また･取柄決定については､jtiFなf椀を不要とする緊急性も認め

られない｡

このような仮出u手銘の性Fを考えれば･まず､すべての対象iLま､予定きている処分

の内容及びその瑚由をp己成した ｢告机 を受ける鮒 Iを付するものと簾すべきと思われる｡

現行法も･取消糾 解し決定については･糊 すべきとしている (犯T･法45条 1項､5

5条の2才il項)が､身柄拘鹿巾でない古に対するIi知の棚定はない｡

次に､イJ非判決や他の公の証明))のある文lILこよって､迎反.S実を竹う余地がない場合

を除いて､本人が遵守一順 過反又は再犯･1-実をLlJう時は､本人に､取相 即 こ出頭して弁

明､防御を行う機会を与えることは､謀iL･との#･･ltであると々える｡犯T,法の取消蕃矧 こ

朗する畑定 (44粂2項)をこの趣旨で解釈すべきである｡

また､本人が遭反射実を認めたり･弔実を竹う余地がない場合でも､本人の取消蕃理へ

の出頭を速めて･その違反に至らせた理由等について･弁明の横合をtiえることは､地方

委fは をして収納の必要椎､相当性を適正に判断させる上で望ましいと思われる｡

このほかにも･埋設的には､文点の内覧･証拠､証人の捉此 不利益歳入に対する反対

ヰ蘭等､多くの提案が可能かもしれない机 現在の地方引治 の執祷仏制もある程度考Jt

せざるを得ない｡すなわち･保護観鼻鏡関が過刺凸担を軌 ､られているのと向臥 地方委

月会の判†白熊tも纏めて多いと言われているα｡従って､ます､上述の最低限の保障

を実現し､他のf横的保持も､塵責任の高いものから-Af恥 こ向けて労力すべきと思われる｡
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四 再犯発光後の種査機関への情報伝達

処遇の磁極化施策の中で､とりわけ留意すべきは､保護観察機関と捜杢機関との適携の

あり方であると思われる｡ところが､再犯の難し､が生 じた場合の保護観察機関の対応ぶり

は､これまであまり議論されてこなかったし､視点も不明な点が多い｡ただ､ごく慮近､

頻型別処遇の実施によって､特に､再犯率がF.j''いと.言われる究醸刑事犯対象者について､

処遇マニュアルが作成され､また､iLl醒剤-IJi犯対象名の処遇や例も数多く紹介されるよう

になったので､これらの史料を通して､少なくとも､男醒剤弔犯の再犯の場合の処遇機関

の対応の流れの一端を知ることがhJ.来るように思われる｡

一 再犯発光後の実務の処確の無様- 発煙創部犯の再犯を例に

(-) 発光の端緒

覚醒剤ヨ壬犯の場合は､再使用によって生活リズムが乱れることが多く､また､直接に身

体や行動に異常変化が見られることがあると言われている E161ため､通常の往来訪によっ

て､再使用有鮒 こ関する一定の心証を得ることもある 印 が､いわゆる危機場面での往来

訪は､やはり何らかの情報ソースから再犯に関する只体的伯叔を子.rlrて行う場合が多いO

報告tJl例の中で多く見られるのは､家族からの適範を受けるケースである 't165｡また､

単身'+;活名の場合は､隣人､建物管理人等から連絡を受けることがある gIE弓｡本人が更生

保諜会には住の場合は､保讃会の職員から連絡を受けることが多い EL167

(二) 部実の確認

以上のような伯報を得た時､保讃観察機関は捜禿機関との連携､及び不良措置を念頑に

毘かなければならないが往'6-､その前に､速やかに弔実併記を行う必要がある｡担当者は

往訪して､本人､豪族などの関係者と面接 して､部十月聴取を行い､主任官も本人を呼び出

すか､自ら往訪して､事情聴取を行わなければならない 正189

串実認定の決め手になる注射器や光醒剤の現物は､豪族等の協力､挺出がなければ人手

は難しいtE''Dが､実務 ヒは､本人の同意や豪族の協力を得て､本人の部屋笛から注射器等

がみつかる車例も稀ではない止171

両技の際､本人の腕に注射痕がないかどうかを健認することがあるが､それは任意の7&
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誠をrきて行うべきとされているJLI'ZLm

(三) ･Jl実故ig後の措野

-Jl実印鮪を碇立し､再使用の掛 ､が浪岸の4合は､書察嘗苛への適板や不良措定等の手

椀が進められることになる.この間の姓理の仕方は､柑7EA()前後に右下のずれがあるが･

おおむね次のようなバク-ンが多いようであるo

1 S頼苦等へのjB搬

宍常行劫があった4台､それが後並症による乾坤阿JnJ'(フラッシュバノク)によるもの

か､それともfI収 用によるものかの判別は暮しいとGわれる机 とりあえず､11O杏通

報するとされているtl1.｡

守康の仏力が得られる堀合は､なるべく蒙射 二通報させ､中身生活名のg3台は､担当者

か羊ffffが通報することになる 'Tt.また､申分のり缶は､建物の帯呼人等に通報しても

らう方法もあるとされているい ｡

また､上述の如く､任意の所持品挨舟､屈室の牧丘を快適悦察何が行い､その結果､発

酵和らしき物を雅兄した時は､直ちに捜査f3(こ果てもらう態坊を懲えておく必要があると

されている"71

2 尿倹血

対象者のほとんどは､外使用や実について再認する机 組めている堀令でも､使用のイ了

知を舶べるためには､多くの場合尿検査によることになると胃われている｡本人との面接

の結果､尿倹丑が必壁と判断された塊合は､rrEちに麻典取締･JI諸所に適格して尿検透の実

施を依頼することになる FtT'｡

扶&観察ffとしては､面接に当って､本人に対して､営林器又は廃兵取締官事務所で尿

捜査を受けるよう説得する机 説得に当っては､IjZ換正の枯淡､文展剤が検出された場合､

速挿され､刑･畑 任を問われる可能性があることをも朝敵 こ説明･理解させることが大切

であるとされている二 ｡

本人が点得に応じれば､主任官､担当者又は家族か本人に剛 fして嘗祭菅又は麻薬取締

官'Jl穏所に赴くことになる｡

本人があくまでも媒検査を拒む場合臥 両様に当っている壬托官が説得を矧 ナる一方で･
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他の伽JL松林帝が通常三人程度で出向いてくる麻典取嫡官を出迎えって,別宅で本人の状

態等を詳しく説明すると同時に､本人に廃兵取滞留等を引き合わせるタイミングを図って

いく｡そして､促叢税額官の説得にも麻貞取締官の説得にも応じない堀合は､麻薬取練官

において可能なtB合は疎明紫料を嘩貸して､強制採尿令状の焚付を受け､診療施設に本人

を同行した上で､医師による採尿を強制的に行うことになる 叫̀｡

3 不良措正､保iI投棄継投

尿牧丘が托点に行われたLB合も､義制的に行われたJA合も､換ttの措果､覚最初が検出

されれば､本人蛙jA帯逮捕される｡そして､検察fは 敦が見込まれる噂合､保護捜索鎖国

は､仮E11以取柄申..7や､執行猶予取消申出のJF点描■の干紋を進める 叩 ｡

某G剤が剛 ほ れなかったり､その他の故かな止熊がなかったりするq3台は､保逮観察

が継投することとなるd-'J-｡

二 間規の所血

往来d)という傑冶観察の目的のために行う謂代講軌 こよって収触した汽料 ･伯軌 特に

犯糾 i火に▲淵する楢軸をいかに利用するかが問也である｡以 トの々寮から明らかなように､

究榊朴か犯対象満の再犯の掛 ､が生じた時､処遇陳l淵は､いずれかの段階で､通軌 又は

探検ftW(脚という形で､再犯にfXlする冊轍を搬lt健l対にk辿している｡そして､対象者は

捜点の対象､引いてはfM'山訴追の対象者となっていく｡そこで､

1)ます､そもそも保護税東宮が捜禿梼閑に油報することができるのれ 公横目としての

お即諾較察官の守秘&灘と告発讃拓との関係をどう捉えるべきかということが問奄となる｡

2)次に､保&扱漢の目的のために行う訴点描勅によって収生した柴札 6'畑 を刑事訴追

のための帝料として､利用できるかということが間唯となる｡

三 判例と学説

保&ti察処遇泊Jbにおいて犯罪事実を発見した時､これを捜血練抑 こ告発し､また､こ

れらのJlA泊Jbによって収姓取得した特報資料を朴JI訴追に利用することが出果できるか

としう問蓬は,他の行政帯域においても等しく妥当するo
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(-) ます､LPL発できるかが問題となる｡すなわち､刑リi訴訟法は､ ｢官吏又は公吏は､

その雅様を行うことにより犯罪があると思料するときは､告発しなければならない｣ (2

39粂2項)と規定し､公頗L3の告発蒜癌を定めている｡しかし､他方で､国家公東員法

は､ ｢旬日は､破鏡上知ることのできた秘密を瀦らしてはならない｣と規定し く100粂)｡

これに追反 して秘密を瀦らした者に対し. ｢l年以下の懲役又は3万円以下の罰金に姓す

る｣旨頗定 して (109粂12号)､公讃E3の寸秘義務を定めている｡そこで両者の開床

をとう確群するかが問題となるが､この点に附して､学説 上意見が分かれている｡

例えば､税満載貝の告発義務と守秘義務との関係に関して､ ｢芯払38条の趣旨が実fi

的に用なわれるのを防止するためには｣､机施頃日がft間 ･換爺の過糟でたまたま納湧義

務者の租税犯FIFJTP実を知った場合は､租税市貝のqF秘長按が公務貝の芭発超務に摩先する､

とする見解がある 一方､ ｢税冶職員による国税点解横tNへの犯別封実の通報も､一般品と

しては､正一当行為として追法作が阻却され､所得税法243兼題反の非は成せしない｣と

する見解もあるEL山｡

この31_切の相迫は､多くの行政法規に見られる ｢艮HJ]1又は凋禿棟の愉取は､犯罪捜轟の

ために認められたものと解してはならない｣という規定 (例えば､所得税法234条2項､

法人税法 156条等)や､成功調査の如き､いわゆる純粋な行政手続に煮法35条の令状

と滋の保阿及び貰法38条 1項の黙秘権の保脚が及ばないとした前述川崎民商ib作のL孟高

必判決 (最大fJJ昭和47年11月22E川雌 26凄9号554月)の趣旨をいかに理解す

るかに閑迎する｡

この点について.最高裁は点判昭和51年71]9日戚判弟刑事20l守l37月におい

て､法人税法 156条の ｢前三条の虎定による野間又は牧丘の権限は､犯非捜禿のために

詑められたものと解してはならない｣の趣旨について､娩判決の ｢法人税法 156条が､

溌鹿.7f禿中に犯則･jI件が探知された場合に､これが鞘紡となって収税官吏による犯則剰牛

としての月並に移行することを宗する趣旨のものとは解しえない｣との判断は正当である

とし､このように欝しても､諸法38粂 l項に遥反しないことは､前出位高裁昭和47年

大法定判決の趣Erに照らして明らかであるとした｡そして､本作の場合法人税法に基づく

質問吸血確を犯則調虐もしくは犯罪捜丑のための下段として行使したと認めるに足りるff
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料がないから､所&遵lLZの主張は採用できないと糾/示した｡

rE7]判決の趣旨に鑑みれば､ ｢責問又は険itfの権限は､Rl非綾瀬のために認められたもの

と解してはならない｣という規定を､これは 一掛 こ､ft問 ･険香によって収笈取得された

汗料を刑●P千枚に利用することを禁じたものではなく､子1枚JI熊の権限をそのEl的との関

係で芸当な範四内に限定する凄旨であり■山､犯罪捜虎の手段として'li政粛蓋を利用する

ことを韻止したものだ､と解釈する見解 ILJが妥当のように思われる｡この見地からすれ

ば､行政Jl丘をことさらに犯罪竣壷のために利用したJA合､その事血は遵法であり､かか

るJfAによって犯罪を発現し､これを告発した時は､正当な行為として遭法性が阻却され

ないことになると思われる●

(二) 次に､現題aI杏の91]き行政調査によって得たfZ村を刑弔訴血のために用いること

ができるかが問題となる｡この点についても.糾Jは F･JLI坪山でこれを否定する見解があ

る｡すなわち.｢裁判官の詐pJを要しない行政上の放血によって人下された各凝男料は､

刑部T-収 において止拠能力をもたTJ:いとポすべきであろう｡このことは態法35条の保障

が及ばないことの論理的帰結の一つと考えてよい｣､ ｢怒法38条1LLiの鍵師が及ばない

のは､ (fU.'il､検禿)のEl的､性質が行政上必柴な資料の収得 ･収娘にあるからであり､

刑･J哨 料の収紺 ･収JJiがそこで行われない､また､行われてはならないことが前提となっ

ているのである｣, ｢従って､質問,険衣によって収JlqJ.'jI収iJ'された汽料は､刑'β手続に

おいてt波拠能力をもたないと群すべきであり､励行所村税払234灸2項という規定も､

馴二頂箱官吏の心締えを定めるに止まらず､右のiZi岬を竹i7;した規定として理解すべきで

ある｣と'TL-｡

しかし､この見1削こ対しても､前出最応叔昭和51年･fJL決の趣旨からすれば､異なった

解釈がありうるtd'｡そして､犯罪捷轟のために行政荊itが利用されたような垢合を除き､

行政JI血によって糾られた史料を刑事訴追のために用いることは､一心に､これを認める

ことができるが､書法38粂1項との関連で､ r行政JI在の過程で r自己に不利益な供述

を強要Jされたと判断される場合は.それによって弔事られた供述をその&'の刑事訴追のた

めに剛 ､ることができない｣と欝すべきとされる ■叫｡
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四 保遥観察横国の告発義務と守秘義務

それては,探題観妹鎖関が処遇過程において､対象ji.の再犯行為を発見した場合､その

告発の苑織と守秘歳務とのE娼係をどのように理解すべきであろうか｡

ます､保讃晩熟経常が､処遇活動を犯卯捜透のために利用した場合は､かかる活動によ

って我見した犯罪行為に対して､告発 ･通徹することは過法行為として認められないこと

は当然である｡更生保讃聞遜法規には､併dJ放棄に関する権限を ｢犯罪挫丑のために認め

られたものと解してはならない｣という明文の規定が/iL亡しないが､他の行政分野に存在

するかかる規定は確認奴定であって d､保讃観察清助についても同掛こ鮮すべきである

と思われる｡従って､例えば､処遇者が捜朽織閑から対象者に陶する具体的な犯罪柄報の

提供を受けて､それに盛づいて往来訪二q;の調ft活動を/rTい､これらの調奄活動によって取

得した仙報 Ifi料を捜東棟r娼からの依掛 こ応じて提供し､これによって対象Bが刑少訴追

の対象になるというように､探題観察の3伯 活動が捜血債朗の捜盛活動に密接に組み込ま

れたと認められるような場合は､調査活動が ｢犯罪捜査のために利用されたJと評価すべ

きだと思われる.

次に､⊥述のような場合を除いては､一般論として､保護税察強関がE,告発できないとは

いえないように思われる｡'Al兜が合理的な範囲内の成虫に妓づいて行われた場合は､'ri･允

行為は正当行為として､迎法作が阻却され､呼秘題務迎反にはならないと胤われる｡

間髄は､合理的裁量の盛時をどのように々えるべきかである｡

告発に関する合甥的裁環の必稗を定める前提として.まず､保讃投棄の日的､性質がい

かなるものかをみる必要がある.保護観察のEl的は､肘妊訴追でないことはLjiうまでもな

く､保題較無機閑の主たる任掛ま､処遇を通じて対象者の改善更生を馴 ナることである｡

そして､この任務を遂行するためには処遇省と対象Eとの倍叔関係の構築が不可欠であり･

法はこの点を予定している｡すなわち､処遇実施者の態度について､仮釈放等巌別は ｢仮

出獄及び保護観察等の実施にあたる者は､公正を巨とし､恐切にして誠意ある態度をもっ

て本人及び関係人に接し､その†言領を得るように努めなければならない｣ と定めている(仮

釈放等規則 2粂)｡従って､処遇者の告鰍 二関する一般的姿勢が､個々の処遇関係におい

て､対象者の信頼を得られるか否かに大きな影響を及ぼすことを考えれば､保讃視察官の
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e;允に附する戚*の範囲はおのずと限られてくると思われる.,

このことを前提として､戚韻の基準を考えれば､ (1)ます､ある托虎重大な犯罪でな

ければ'rL.兄するべきではない｡例えば､軽鼓な窃盗苛について告宛してはならないことは

芹うまでもない｡ (2)次に､再犯の嫌疑が一定程度に止していなければならない｡従っ

て､例えば､再犯の疑いが生じた時､何ら■P実の碇iEもせずに告発した18台は､戒jLの基

準をj免税していると思われる｡

また､日活的な処遇文題におトて､雪祭tilとAjB担当名と接触する堀面があることに鑑

みれば､7F察St四への通報は､すべて保JE扱頼所を通して行うべきだと思われる｡また､

昔相 関の対象者の行状に関する問い今わせも､すべて促&税額席を漉 して行うべきであ

る｡

また､'A児問軌に限られた偲恋ではないが､例えは､最物●Jl犯対象E･の処遇において､

尿換血をめ(･る保&放棄横閑と雪祭稚附の現在のような辿状の仕方には明らかに問題があ

るとriわざるを'rt?ない｡麻美取締官を面接宅の掛 こ'(.1ち命わせて行う面接は､いくら任者

の形での戚T.)といっても､このような凋itt.TJ!剛ま､もはや保感税穀の目的のためとは言え

ないように払われる｡

尤 刑.Jl訴追のためのfl料としての利用

対象fTの再犯に関するIl')報を刑,鮮訴追のための斡料として利川できるかについて､これ

も利用できないといえないが､保護枚察処遇の迷子丁今仏に与える影苛も勘案 して､慎重に

運用されることが管ましいと思われる｡ただし､芯法38粂2項との閑適で､例えば､取

消辛抱のためにJk人を引致した後に採取した供述d己iiは､その任意性が疑われる噂合があ

り門るから､証拠能力が.丘められない骨合もありうると思われる｡

八 L L..i

近年､社会内処遇において見られる保3校索積朋と書察横内との連携の強化は､仮に党

良剤･如犯という一定の特殊性をもつ対象者に対する払遇鹿足だとしても､促讃観察処遇全

殻へ与える影7を月えれは､より供重な運用が必要であるように思われる｡
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.̀iqJuk ･氾沖斤の社会内払34440月 (V成3年)

E 小ILlA加 ･自Lb刑の艮粥186耳 (C匂39年)

~屯fL'･t,BE法 【耶-坂】328 日 994年)

4'加 は ･r耶 ･14力脈 と基本的人aJ3蛇 棚 E73tI(祈 5i)251f(剛 55年)
-Iq糊 暮r晋作の如 J行政- 百正目 ホ三&)104JT(1093年)

一之特用■･町■司法と正町制 ･;125-126Ef(1985年)

√梢 瀬･刑事皮相 Jll萌4iJ217-218E (早強8叫

IP抑 ■r布川 CLとJiA的人Jt}行数柵百I 【苅3坂】43El(1993缶)
p曳J!恕 ･r叫It(3)34方

p 平野L -･排 &税 法の声苛t28斉 佃 q57だ)

山 地rrlSSeyV･Brekr,49SU･5.471(1972)

m Ih "∬dへbaJldinsL}.ProbauonandpaTOk･:Tbeor) andl,ra川reり9叫 PZ69.

pcsf伏 ､･/crbst･L95U･S･- -】9351･ ･JiJz*は､ プロベーションは,GJt舌に吋する足長

である †at4921と恥 にi=べた机 jL柘の7コぺ-シヨンtt色相 ･公一な取相 帯を受ける軌 があ

るとした､た*-～.このNF句の- iiJF法(=基づくものではなく･プロベーションt･L3Eにqするjt井珊 定法
の甘現i=Jlづくものであるとし+;(aLJ91｣9iI.

''WII)lamC･Bot､ers/ConsLitutjonalLa小一DuePTOrC"--RiAhLtoL九eProcessat
pTObatlOnRo､Ordtion一一lndigentMsRighttoApproprmteCounscldLProbatlOn
Rc､ofatlonln p̂propn'atcC恥eS--IENoTnllrl.L3･71,rb20.

SecUnllCdStates､IWllson･32LLS.(7PcL)=9日M I;UlMedStJteSCSrCl,

R抑da7′0しトollcLtC･281lSupp･lO.t5-)6rS･r)･NY･19()8)-orrd.JIBL2d1319rZdcir.
1969)-rert･denLed.JoglU･S･98-I(1971I

r''peop)C､･‖crand/･22()C止 p̂p･Zd･lJい LJCJl･lbtr･州 川 96Jl臥 ｢州耶 析 内の受刑
古乱 脈 されていない&t朋 な州Rび- 批 上のEGF,flJを/lLない･･.･･･′tD-ル根 石胸 部 場 味
での鮒 は ではないが､榊 には欄 正郎 宗下にあるを刑カであり､告知･朋 】札 に鮎 に戻し収容さ

れ縛る｡JtD-JLti甘を鮭持する必塑作の点では､後の- 批 しての地位は舶 内の朝 川 のそれと舛な
ちない｣と述べている｡

*I7nsher･●-l〉urolcandProballOnRe､,Orationl〉roぐeduresartcrNorrelaJldGagnon･･.
65JCrj･1&CJ6日971).PL18.

41'Il_vser､･Recd･3)8ト2d225(1%3).
'■-1b暮d.aL225

qlbld.aL137

q'1bl'd.aL23S
世 辞軌 ま･鮒 脱 ｢3F- 手機糾 fこおける手- デュ-プロセス- の榊 卜 )～ (五)｣法

子JiJH O6缶49-107着6号 (昭和55柾)を事苧

Jt-Goldberg､･Kc))_I.397U.S.P25jり970)
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p 政利所は､まT, ｢特IaI_頚点｣について.r(福虻金)給付は受叙イiJE格古に認められる別定法上

の甘利の同色である｡その停止は重要な足利を叔決する州の行為を必袋とする｡これ(=Eqする選点の立並に

吋して､公的扶助拾付は r権利Jではなくr特fEJである､ともgEすること1:よって答えることはできない｣

とiiliTべて(at262-2631特権理論の息女を明示的に示した.

次に.デュープロセス条項がjt用されるか､J柄されるとして､いかなる内容の辛抱が要求されるか(=つ

いては､r手銘的デュープロセスが受領者に与えTJ･け九はならない招LFは､その古が rJi人な不利益を晋害

されるJかもしれない毘正にかかつており,その不利益を回是することt=よってもたらされる受領者の利益

が略式な女決における政府のFIJ益よりも果蛮であるか否かに臨kしている.従ってL･･rいかな手奴をデュー

7ロセスが繋凍しうる加の書直は､当は行枚行為の性FBiぴその行政行為によってを7を受ける私人のkl益

の性Fを正恥 こ決定することから頼めなけ九L/ならないJ.と述べた (a12(121262)｡
すなわち､デュ-プロセスの要弟があるか否か比. ｢1人な不利益Jをせるか否かにかかっており.いか

なる羊地の内容が必要か蛙､r比較衝JLJで決めるという守則を打ち出したのである.

そして､&朝市は､冶付呼止によって受領石が受ける不和l益について具体吋に積討したうえで､それが｢1

人な下bJ益｣にあたるとし一一力､免符OIの力,甚†こついては､公的扶助金は群なる名書ではなく､邑民の自

由の7号を保■するものであり.誤った拾付軌 tを防(･ことには､安部rLのみならずESlの利益もあり､これ

らのFJ点は.u虫的､ff兜的負iE]の4加を弘(･ことによってもたらされる利益を上回るものであるとして.

扶助榊 止の塔は､卓前のJE熟せ旬71校が保*されなければならないとした (8t264-2661

EdFisher.'■ParoleandPTObalIOnReヽ ･)ぐaLionr'roL'eJures･dllCriuOmSSeyaJld
Ga8TIOn'-)CrlLCnminolog)Vo)bS,P･16

- 例えば､法的拘妨腰並に別しては､物確的拘LtがI17う刑粍p.f内熊ですち前述の Goldberg判決を引き

つつ､懲那手札にデュ-プロセスの34円があるとする†｣｣例が現われ lSee,egS｡stTeヽ RocLLele)Ier,

312r.Suロp.863(SD..～Y 1970),re､IJlnPiLrl.mOdirkdinpartsubr)om,)･ また､実杓理

針こ関して､例えは､ITahn ,ヽBurLe(430I.Zdl川)(7LhCLr.1970),Cert.dented,4()2U.～.933
日L)77)では.｢羽賀ープロベーションは､実的ではない｡吋虫部ま外と､早等なな4で合点に砧んだわけで

はない｣と述べている｡

dScc.C.gJack～on､BIShop--I()ll,ト･ld･571.576(且thCirl968I

T)InrcGau1387U.S,(1972)

r>捻Id落せ ｢少年法改正におけるFl本とアメリカ｣宮沢浩-d少年法改正173月以下 (昭和47年)

lLilr,少年法と適正手械｣同沓184fl等を事閃 J･lShcr.5uPlnnOte(25).P65.

4'トlorrlss亡)ヽ.Lirc､＼一er,JO古U.SJ71日971)
川lbld･177
'tlb)dJ7り

AlbldJ8H

JJJt.1182

Gagnon､.SCarpeLLi.lH)U･S･778日973)
d根 石の脚 等にへの崩田も,往折と呼ばれることがあるが､本+でLi.坤ら家定諮問の間色を取

り扱うこととする.

JqT法摺稔合研究所研修叔材 ･更生採点 (昭和54年額)47Sl以下等を事肺
lJ向t47fi

法汚箔保よ何首 保護投察芸'=本 (暗f151年塩)60月以下

法招'G俣盛局句 更生果BF一一一億&司実棺の手弓は- 55月以下 (昭和53年)等を事照｡

qy占東沖兵 r接触･托妨 ･東新｣更生採用18着2号 19月 (昭和42年)

J～又跡lニ比べて.往訪についてjg守事項に定めることが比較的少ないようであるが､これは.対生者

の本人の自助のkLlを自覚させるために矧 二束肋を遵守事跡 二定める年令が多いのであって.法伸上拝抗の

受忍を3t守gl項に定められないというふうには解されていない.

t●l法務場合研究所 併せ丑材 ･史生保.f48月 (昭和54年牧)
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如 法絹解JT.tg局も 史■f;保護一一一一一億謙司業柏の羊弓lき- 63尺 仰 和53年) 央妨しない軌田は､

(日 印当名

宅に出入りすると,五炉に前窪を知られてしまうと怠れている. (2)保ぷ扱拝 こ̀付されたことを不清

に思っている. (3)突如しなくても札爪されないと思い込んでいる. (4)q･.活が乱れている｡ (5)丸

ja担当廿と性格が合わない等梯JLzな車扱が革けちれている.岡本好 一r棲頼 その形と心一一感触国書な対

生井にとう対仏するか｣更生保護 40巻 8号 19日以 下 (平成 1年)等を事照.

'4法錯省採よ局屯 更生捉… 司実荷のf弓Iを- 65月 (昭和53年)

'}九月辞*会 ｢達也について｣更生保325巻5号57-59月 (昭q40缶)等を牟照｡

'̀ 法LS市CW 揃月 更生保護-一個 til文才苛の手弓-き- 58JT以下 (昭和53年)

'JA田次血圧は.椎栃の音義について次のように述べている､ ｢晩課役軒 二おける軌道をjrW親交的

にするためには.ますもって本人の生活態皮や環境の状況等をじかに故事して.その父隼を招起する必要が

ある机 fi肪して本人や保等者とそのq:諮環椎の中で面持し､いわば弁箱弟のまま本人を.あるがままの夜

空芯境の4でしかに扱者するのでなけれLZ､充iJその'世態を控封することができr､従って､指串監督のカ
法にしても1事は点の拾■にしても.qにのそんでIAfjl切な手をうつことができない｡と.,吉田次血 r堤
は批軒 こおける往肪及び兼掛 こついてJ更賃.咲き13き2号7-i3月 (昭和37年)

Lr保il脱字の服地から2かJlは朋頼嗣とdわTLており,伽&挽寮の机辺L=のせるための鯛 とされて

いる

d～荘子B省保急局娼 史主保護一･一環&司実FSの芋.引き- 46-47gi

++法持場合研究所 研修教材 ･史生保JF881実 (昭和54年坂)等を牟照

p 再田次血 r保&控掛 こおける往訪及び束掛 こついて｣更年保tt13巻2号7月以下 (昭和37年)

.'J法務稔命研究所 肘 き教材 ･吏生保一t32LJl(呼称54年触)

■A苫田次血 ｢保護挽韓における往わ及び丸抄について｣史生保&13巷2号7jt以下 (昭8]37年)

･Fla鈴木村-也｢F官磨柿間J点掠｣更生tRL(17各2ぢ28月以ト(昭和41年)

d一木埼耗l止 ｢保讃挽察(こおける接触について,l史'k保JL40巻8ぢ9fi(中戚1年)
rケース研究 ･R肪しない対象者の保3枚群｣史生保dFl6各6ij15月以 ト(昭和40年)

法f純 供誰同項 ･史生保丘一一堀 &司央用の干rilき- 55月以下 (昭和53年)等を参照

Ll■法L,3稔命研究所 併せ妻載材 ･更生保.i (昭q15一川 阪)48摂

EP同｣48fi

tLJT耗絹郁雄r鑑識観察L-おける捷蝕について｣-P_年保d 40迭8埠8jコ以下 (i989年)A

',､占群rS秀｢■食摂裂 手安息 ･往防 火訪一一一 一保a司の考え- ｣史生保&18番2号18fiLl下 (昭

和42年)

d'r促&挽畷lこおける r往妨Aはこのように｣吏'F_俣316巻6号33再 伸 q140年)

●■同上36F

''l鈴人昭-如｢F家庭肪間Jl点描｣里生保讃17番2号30F (昭和41咋)

桝r保3枚摂 こ̀おける r往払Jはこのように｣王生保;-ll6巷8号4aft(昭tI40年)

itt'保&'G採点局 ･支農耕や妃者の咲き挽無札ZIqalldA46頁 (平成7年)

一 鈴木昭 如｢r息監訪問J点括J史't促∬17る 2･730jコ(昭和41年)

B'外人昭一如同上31買

r塀&捜紫における r往訪Jlまこのように｣史生保il16番6号4Lfi(昭和40年)

` n欄 一也｢r家庭坊間A点甫｣更生保護17巻2号32日 (昭和41年)

p ii井患 r凪 事Elの行う接触について一一一その毛習作.鼻先､方法専 一-1 育生保諾18着 2号 11
Ff(昭和42fr)

b ｢採点扱塀における r稚拙 はこのように｣更生保jI18巻6号41fi(昭和40年)

叫 このような4台は､｢世故報告卓｣の捷出が求められる｡

巾 法胡IG深&局 r文辞斉博 氾者の保ぷ玖珠礼遇QAndA60Zt(平成7年)

p'同上 33月
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p5東持+切の争くも.任意による練空か争いが (煎沼甘志丁折箱Ji文168月以 Fを多罪).中(二は､

例えは､単輔6-7時.本人の兄から連格をうけーft妨し､本人の載り方から r頓子がおかしいので,t鑑

別をやっているんLやかいかと思い､茶人の漢をめくってみた｣という-好例も見らt.ち. r座談会､官促 軌

事犯村政古の見識をめ<って｣.史生保i134番6号31月 (昭A]58年). 法頗省保諾局 CbndA34
責以下では､あくまでも任意でrTうべきとしている｡

'1金f怒 ｢La新判例批評｣やJ例評第17芝守l4E3(1973年)では､行政胡金枝念の必要性につ

いて次のように述べられている｡｢行政法乍捌よ､従泉. ･椴に､刑Rによって間接的にその央効性をftl一促

制とは種々の点の性耳を実にしている点から､即時強制とはEF_別された.rT政の つの独立の行為形jtとし

てとらえるのが妥当であり,その竜鴫で T行政Jt色1ないしr行政検査Jという新しい放念の下に.Zt間墳

蛮経のrl陵を虎明し､また,その法耳を究明するまではないか｣.

塩野宏 r行政JI査J法学載宅等l嗣3号133貝では､行政Jq茸は､ ｢-力にj引ナるJ切な行政決定を
if]当するための更科収熊の利益と､他方における私人の自由な'i-析領域の托保のal軽Jが基本的間且点とな

る点で､即時強抑 こおける利益状況とは托なるものがあるとして､行政法一役理aiにもいて､行政■立の罷

Iを史乍する稚牡的音義を述べられている｡

佐きみ絵rr行,政Jq知 と7ライパシーの牧丘｣法号点A97息3号3-4月 (昭和50年)では､｢(rT
皮)言女の日的 ･柵 ･屯周の多qt推 ･広範杵､■魚方法の多様推 ･牡鹿性Jという待井を拍補し. ｢(耳

間､立ち入り穐査等は)何らかの行政目的のためにするEEl民についての情報の収姓という点で共通性をもち､

かつ讃法論的次′Cに虫いては四民の自由- プライJlシー- とのかかわりあいにおいて､r行政胡BJと

して -休柵に扱念.考較する必要があるのではなLゆ ｣と述べられている｡

m訴-の狂叶に当らないことは明白である.'ig娃妨闇は､PIF拝★ltの追及を目的とする手枚でないこと

はあきちかであり､この点は､他の行政■食f根と同じである'
祝 _の堪中に抑しては､A帯の空挺坊間がこれに当らないことは明白である.悶ELは危虎盤面での液庶

訪閉であるが､取別JI庄和 と対比したや合､TIJIそのものをJlilの柵 とし.一定の心圧を得たときは､

取り消し辛後とは別途に津故･lqへの三号を行うことがあり.その専鴫で 一定の共i点が見られる.しかし･

このような斗合でも､以下のか Liで､第二の48に'･lらないと患われる.

(1HE)fW._耳･LJI食の4介は､租税疋'1色Q;巧rL性､群¶性等から7fZT恥 二は喝携PLは 色の服 を宮と
事板を書F,I的知抜埠食を青する収税官吏t=iSめた (Jt耳点昭和59年3月27Jj荊三小法定判決.刑丈38
巻5号2037刷 のであるが､危鼻頚面でのJf血の対史が犯雅gL実であっても､法flが､不束練丘AQ用が

行うべき姓iY手椴を保護税額dI矧 二村代りさせたとは諾められないように患われる｡ (2)また,Jt盛手他

の態様から見ても､氾Rり羽虫の場合は､町間のほか､挽盃､領正､祖換､捜柴又は遷し押さえなどが鹿めら

れて､ ｢その手槌自体が搬虎手紙と苅臥し､これと共通するところがある｣ (最高親同判決)が､危牡軸面

での･iit出払間の壌合､たとえは息の検査があったとしても､配BrJml盛の形態と全く鞘fJ:るといえるとLBわれ

る｡ (3)きちに､保護軌弔事似 こ関しては､広さ等57韓の斗合のL=ときの告発JI瀕晩定がないのはもとより､

起抜凹現､同棲Ei]税の18台の如く.告発により事件が検察官i=引き鍵がれるというT'扱規定も存在しない｡
また､捜宗法の如き告発弟桝 牡定や､墳F当局との同の吉堀句■由荘会のようなrJ正も存在しない.そして,

促it牡fFの4令､辞かに/-.発五月と守秘兎砧との粥俵の辞世がありうるが､それは也の梶棒な行政事抱に

も同La同顎が存在するのと同じである.

こうして見れば､俣a祝杯における蜜庭仏間臥 r実77上刑事*任追及のための突料収射二割 純 び付

く作用を一般糾 こ有する｣ものでないことは明らかであり､それは fIの純粋な行政dit手続と声すべきと

思われる,

節三に､強制の程度に関して.引札 留■､取り刑しの強制の度合と悪役 ･罰金の強制の度合との比較

は推しい面があるが.直接的初理的強制の程姓に3きしていないことはいうまでもなく､また･このような強

制は､促tf扱祭の有効な実行の日的からして,不合理とはいえない｡

以 Lの如きの･R庭訪問の性Jt､St能､強制の度合､その介理性料こ苦みれ臥 前述A満載判例の港市の

いずれにも拍噸的に題当しないから.憲法35是の保Pがないというべきであろう｡

･,t金 f宏 .行救判例百並 【耶1駐]264月 (昭和54年)

Tl金丁宏J司上264fi

r 甘句漢文 r行政■丑の財や･手招｣fT敢f･推 古遭 (甥3艇)215月 (1993年)

p･北野弘久 r甘開披血FLに関する良市AのY･鹿 の研究｣fT悶妓査格の法理78刃 (昭和49年)

P B.上79月

一 喝甘力 ･昭和48缶皮屯兵制例解鹿40n

219



- 作Ai卓冶 ｢行政Jtft｣とプライバシーの採点 (-)法乍論■97巻3号 13-I4頁 (剛 508)

遠さT4也=何部車絶句計兼行政法 Ⅰ322月 (竹中熱放射 ｡

Ir〕学脱 ･判例の状況は.北野弘久h ･文閃牧丘権の法碑306-3I6月 (昭和49年)を抑

LT屯的 俊文 r行政羽立の要作 ･手扱｣1-r政判例百遜 (市3肘 214E (1993年)

仙 rT政法サでtL 定帆 走里的恥 と,個別申作的粥血との分軌や･生理見放としての粥虎と病恐悦

魚としてのJtiiとの分難等が行われている｡
退ji沖也=珂部蕃耗hj的折 政法 Ⅰ325月 行政軌 ･ジュI)スト昭和52年 1月せ刊Pl52以下

事甲,

一過itl也=阿藤兼良ぢ洪3i行政削 317E

か違ii伸也-何Sは 沌屯at益行政法 Ⅰ324B

h-rこの点臥 昭和61q=10月13tl付け脈 管内谷保讃桝 所長鬼の同州 方蚤声会委日長iI知 r不
刷 上等の防止のための朋 4位のあり九 布LL不明の吸出各省の所在粥査の牡圧及び再犯に至る前rDl仮柑

取柄の適正化について｣をみても･明らかである｡この- を受けて,関東管内での軌出払考に対する引致 ･

吸出碇の収納が軸 的l=行われ､開架以外の剛 に- ても･これを適う形で･朋 がなされるようになっ

た､と書われる.岩i純 大r-和 L=至る前の仮出す取りけLについてJ実生保講と犯邪予防98ぢ60B以

下 (1990年)

Ll-トloITisse)I､.Brewer,JO古u･SJ7日1972l

d一保.経 鮒 の主卦 こよれば･地 で岬を■入したこと･許可を受けずに革を凱 ;したこと.加 瀬

故の臥 書鮒 及び供検会社に偽りの申鞍をしたこと､仏名でクレジットカーt･を入手したこと等の連荘が

あったとされる｡

- .抑8U.S.Pl171-175.

p at477
d:at179

- at480

'～at180

m4aト182

'llatJ83

1rJt.は｣

tlat48J

a一.183

LJ'aト185-187

-at488
■一at489

川JllU.S.778(lり73)
れ10･aL7861787

t･JLAa1787-788

IJYa1790
<ldat790-791
･- casecom ment･･RighHOHearingalParoleRe､･oCalion"IHan ardL,aw Rc､洲､01

8b:日 1972)P99･
- ld.P99
L･･WilliamC.80､､･crs-SuprもnO一e (ll),l'632･

･H Gagnon､ ScarpeHi,JHUIS･.P790-79)I
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nuwilHamCBol､erS,SupranoIC日1),1竹32･ 伺解秋は､さらに､iF成人依頼髄がigめられた

ことによって､姐捕留置中の対象割二はできない証拠収淡等の防卸晴曲が実茶杓に可能になった点を辞儀す

ら.

t.casecomment●.RlghHOHearjngaLParoleRe､oratlOn'',SuPranote(107),P98･

11･Supranote(107),円 牛1rm-

FISher,･-Paro)eandProballOnRe､･ocattonPTOCeduresa一terNorrtsseyand
GaRnOn･･165J･C'im L･&C･(1971).]竹016日 VllllamC･Bo､,ers･Supranote(14),P635･

一日28C.F.氏 蛋2.JDIl972J.hTote,■lParoleRc､oeat10nintheFederalS〉stem''.56.GE7l

L.17O5(1968),
･,I,sklar.I.Lal､randI'raCtlCelnProbaLlOnandParoleRevocauonIJearlr唱S,55∫Cnm･

LC.&P.S175日961).

■-iFisher,Supranote(Ii-4).P55-571
"Thom asTBomonle.●■TheViabilitさOrNorTisseい ･Bre､､erandtheheProcess

Right0rParolesaTIdotherCondltlOTla]Relcasc''･Southem minoISUni､ersitさLa､､
JourTlal,日993い 01･18,P1561

･けId.P121.

､15他のrT政箭域における判例の変化については.Lt_tlrF'A点rj帥川 手税頚城におけるデュープロセス

推論の展開｣法学論議108遡4rlj-107番6号 仰 旬55年)を事肌

'■zzWolrヽ.NeDonr)ell,
F･･L本件に関するja介と解釈は､相田艶●｢f刑とデュー7ロセス｣英米法判例百遇 1168月111下 (昭

和53年)を牟粥.
巾>N ea⊂hum ･ヽ.b o.JZ7し.S.215.

1qZd.,P221
LL,CrecnhohZ､･.hlmateeSOrlhcNcbraStaPenalandCorreCriona]Comp)ex,明S･CL

2100(1979ト
･･'ネブラスカ州の規定によれは､点庇咋 1垣】行われる予備審査と最終喝間からなり,予併審査は対象

者の収容前収容後のあらゆる愉 削こついてf点し､これらの史料と面接から得た心証から釈放妥当であると

判断した尽合臥 JL終溝Pqがj佃 される.委月会は併 せ恥の実施はi}め示し机 関AiElは宅間当El抱示堀

に対示する｡点技巧札に如 ､て､受刑月臥 丘熊提示･Af入荷喚､弁&人用任が止められる･世間手続はす

べてテープレコーダー(=以古さた.バロール不許可の47Aは.30日以内に書面で理由を告知する｡

415108U.S477

tJld..P･184.
JJId,P7871788.
･L,LFISheT.･.ParoleandPTObaLionRcヽoral10na一terNorrlSSeyandGa告nOn一㌧Supranote

(1トl)P57
p･ElllOmiLS∫.Bamoute.■■11leViabllilyOrトlomssey､･Brc､､'erandtheDueProcess

Rlgh10rParoleesandotherConditlOnalRelease"ISouthernllllnOlSUnl､erSll),La､v
Journa.Ill9f)3卜oL18.PlZ】･

ruViteL Jヽones,()980I

･山ほかにも.fIや席患者の掛 二反して.印や安定剤を使同させることに現して･受刑者デュープロセ

ス脚 の自由を有するとした魚名馴 J例がある･Wa5hin810n､㌧Ha,Per･110S･CL1874日卵0)
JackECall.･･TTleSup'aJTleCourtdJldPnsoner･sRlghlH･FederalProbat.on･(】995卜ol･59･
No.I,P･11.

41J'ThomasJBamonlC.SUPranoteH31),PlSE,I

twHal＼ard̂ badlrtSk),.PTObationaT)dParole--TTteTheor}･andT)TaCtiCe(199J)･P363-
JO9.

Jq法措持合研究所 辞世丑勾 里隻毘3109月 岬 句54年)
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il13-同 じ112月

吐.,･平野龍一 焔正保護法 106頁 (昭和38年)は､1刑 i由ないし3号や由の場合は､ ｢取削 事由

は明らかなので､特に審理を行う必要がない｡もっとも､取消すかどうかの点では級長の余地があるから､

間笹がある時は､iF理を行うのが妥当であろう｣と述べている.

一方,'Jtll太餌 更生保ぷ法 132(昭和29年)は､1弓.ないし3号事由の場合は専理が必要でな

いとしている｡たた､取消すかどうかについての審理要否の点について言及しなかっただけであって･不要

虎をとっているとは限らないように思われるo

rl-1仙榎本正也 ｢仮出獄取消しにおける過刑 i項迎反ヨ接 認淀の姿什｣史生保誰と犯罪予防81号37日
以下 (1986年)では､ ｢法が仮出獄取消を確定判決の執行すべき場合においても裁丑処分としたことの

趣旨に鑑み､すべての事案について､取消の可否について審理がなされなければならないであろう｣と解釈

している｡そして､同氏は､犯予法44灸2項の ｢審理｣の意味を､遵守一声項違反弔実の審矧 二限定 し､取

消可否に関する奮理の法的根拠を､1号ないし3号･拝由の場合の審理の法的根拠と合わせて､刑法29条か

ら導くべきものとする｡前縞P35-380

庄川法才芳綜合研究所 研修教材 ･更J生保滅 (昭和54年版)113-114貞 仮釈放等税別3条､6
0条を参附｡

dt境木正也前掲35頁

- この点､中浦の場合はitlF法44条2項の規定からして､髄様審理を行えないことになっているが･

申報の濁創ま､理義上申報がなくても､地方委臼会が直接1号ないし3弓習由を知った時は蕃確を行われて

も差し支えないと考えられる机 実務運用上は､たとえ地力壷貝会が直接その事由を知った時でも､保連投

察所の長に対して､申報を求め､その中報をまって取消審理を行うと占われている｡仮釈放等税別56解脱

を参照｡

丘14-平野祖一 ･絹iE保護法106貞 (昭和38年)

ii･心法紹綜合石持究所 研修教材 ･更生駄埜115B (昭和54年)

言1■同上115自

虐･.礼遇を行うために本人を保護観察刑 こ呼び出すこともあるが･この鴇台の呼び出しは､卦実行為で

あって､引致の要件の一つである ｢呼び捜しに･.L､せず｣の鴇命の呼び出しと礁格に卵 Jされるべきとされる｡

仮釈放等税別解説 (46粂)保題月報 103号を参軌

まL鳴対象者が一定の居住しない場合も引致することが出来るが.取消据埋手続とは直接には関係がない｡

丘･4法務綜合研究所研修教材 ･更生保感65日 (昭和54年)

呈L叫ただし､刑訴法上の捜掛 こ関する規定の池用がなく･ふ人に自臥 他書の慮れがある場合は､衣服

の外部から検査し,凶器を所持していると認められるときは･これを仕掛 二提出させるとされている｡仮出

店等運用通達第二､五､2(-)｡

- 著者が関東地方更生探題委員会の校本正也に対するインタビュー(=よる (平成8年 11月5日)

cuS:模本正也 ｢仮釈腰取掛 こおける遵守1g項連反･順 認定の要件｣史生保護と犯罪予防81号39月 (i

986年)

EitulO8U.S.(1972).
- 校本正也 ←パロール釈放と適正手椛の保呼- 連発最席裁判所の Greenholt針 牛判決をめ(･つて｣更

生保護と犯罪予防65号20貞 (1982年)

tEl17園部速夫 ｢行政手続法稔鼠｣現代行政法大系2 3月以下 (昭和59年)

zElj一氏姓46巻5.7437fi

･L"同判決は､諸法31条の定める法定主義の保岬が行政下椛にも及ぶ余地を認めた点では藍要な意題

をもつが､31条の保障の及ぶ行政手続の範餌を明確に示していないという問題点が指摘されている｡

Ztu鳩 村敏明rいわゆる成田新法(=基づく工作物等使用宗止命令取消等言古求封 や上告審判決｣法律のひ

ろば45巻 12号37責 (1992年)

正伸坤正 ｢行政手続法の成立とその意歳 (-)｣自治研究妨2号56日 (1994年)

- ｢行政手続法及び整備法に釦 ､て､行政手続法の適用が除外された分野は､あくまでも行政手税法

に規定する諸手続の適用がなじまないと判断されたものであって､その分野においては手続保障力し 切不賀

であるということを意味するものではない○このことは､ 『手続答申』において､適用除外とされた分矧 こ

っいても､ 『行政道営の公正の確保と透明性の向上を匪る観点から現行手続規定について必要な見直しが行

ゎれ､手続の一層の怒胤 充実が図られることが望まれる』としてきしていることからも明らかである｡ ｣

仲正 rJi放手続法の成立とその色差 (-)｣自治研究萌70番第2号53Ei(1994年)
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t山】iil'田仲- r句正における行政手続｣刑致94番8号62JTは下

IN地九重tl会の重用は全EE稔計で55名であるが､庇釈放取柄寺領111外【こも,血釈放受矧 牛赦比年間

3TJl†であり.さらに.咲き捜鍵所の監frや更生騒き法人の許諾'･Jなど苛J寿も担当している.潜JlJ晃 ･犯罪

石の事上会内njA220月以下 (平或3年)事照

rFP法tt翁性雄司｢鷲鼻丸事起きの良ま現有軌道 rbndA(平成 7if) (Ltl下 r法ぼ省GEjl局 QandA｣

とJS称する)4-7月

r一柄ト44-47月

例えば､父母や兄弟から騒き司又は艮a虹好古に.r官の中でひとりごとや武のわからないことを

しゃべている｣とか､ ｢凍中選 くまで起きて文即 を位相して宮島(=jE力を妄るう｣とか､ ｢*農声を夫か

ら注射されT=一とか､等嫌々なJ特が兵る4面があるようである.

ころ,^人が呼の策をJkみながらテレビの映杜をfで為っていた場面を見つけたIF折.法苑省保jt局 QLaJld

へ83月

LL巾jE端の火句は､例えは､他の在合着から.tGI刺をもっているのを見た､打っているらしいといっ

たq岩があった｣､ ｢7t鑑別の売人と思えるような式事f不良名と付き合っている｣等様々である｡

加 法用'G侃成句伽 1dA52月

Jr'什法13省伏ddQandA33貞以 F,5281-1ト､71Et以下

爪̀菅沼並ぶ7｢貸良か.乱用少軽の社会内軌跡 こついて一････,改7(史性をどのように扶助するか- J4PL.

沖とJFrT57号170月 (昭和58年)

1m例えば､本人の兄から竜話を受け､性払し､本人の掃増から7上射鵜を見つけたケース. ｢J酵盛会 ･

貸席称,サ氾対象者の仏道をめ(･つて｣史生保&34番6号32月 (昭和58較)

'rtzIEPl竹例の多くも､佳良による確認が争いが (帝泊RfJ･･前抽注 (37)168貞以下を弁照)､

中E=は､飢えは.中軸6-7時､蕃人の兄から且栂をうけ.往ibL､Jk人の取り方から ｢練+がおかしいの

で､官威刑をやっているんLやかいかと思い､本人のJkをd)くってみたJというtB例も見られる. ｢座談会､

荘tI刑･ti犯対象斤の払適をめ(･つて｣､吏覧咲&34巷6Li3I刀

P171竜虎箭供述AJqaJ1dA34貞以 Fでは､あくまでも任点で行うべきとしている,

■J'1法梢'G保｡汁IiaCiandA82EF

HHT▲税鵜にいて状況の分かる押当者からの通鞍が喝ましいが､後u担当別こ迷感がかかることが予測さ

れるので.配慮が必資であるとされている｡同上63EI

P'岡_L63月

LIT"同上53日

… 法梢智保護局(landA72FL 勿論.このような叫合の耐 妾は､事前■空を結て行うものであるか

ら.あらかじめ疎茄取持91諸所への連絡.及び尿換JBの輔製に応じた対応等を予卸して行うものが多いよう

に思われる.

… 同ヒ59貞

~r一向上72-73月

同上65頁｡例えば､留温帯又は拘t帝で七人に対するT問鞘兼を行い､噂fZl詞書等を作成した上､

取網由Pを行う (本土勇二範を手発)｡

Ld同 ト73月.53E.

J'芝草持切r搾済n̂罪の訴追におけるIP.L罪JI庶手奴と行政J査手械｣法号教室 174号58貞 (I9
95年)

小一香城… ･｢特別刑法とk法Ji主叔特別刑法 1也151月 (常H]60年)

Jl■■芝原挿せ r>,'済犯罪の示卦 二割 ナる犯罪曲虐手段と行政■血手段｣法号叔電174号59月 日 9
95･E.q

uI金/-宏判例時頼700号 154-155E

Hr行成故磨 ･r特別刑法とま法J経穴特別 礼法荊1巻 151日 (昭和60年)は､那棚 との珊島で.

rそう群さなけ九は,熊良権を鹿央して任意の供ifをした租合も常にその供述をFrJ中上のdE鍵に用いること

が洪Jtされるという硬由な結果を招 くであろう｣と述べる.
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■■ヱLR和書r一t月日罪の訴追における犯罪JI色手持と行政Jt仝手FL.法1救葛 174号59頁 (19
5年)

p 色好怒 IfJ致法 [境2奄二216貞 (1994年)



揺■

汁会内払jdにおいて展開されている処遇多様化のための地衣は､新しい有効な弘道方法

をtq淋しつつ､対象者の人権をいかに促搾するかという課租を振起してきた｡

これらの多は化施策臥 社会内処遇が植えている持J/の凹足に対するfT閑完を崩唾的に

fTちttほ うとする瑞で､その堤本的姿!別よ評iBすべきであると思われる｡

すなわち､従某の姓見施策は､その重点を4Tl何に保J扱察官i･34の処遇体制を蕃立する

かにだいてきた｡鹿かに､保濃扱察官の人El充足は､主上会内地遇の屯重な凍茂の一つでは

あるが､私通の孤fl休制のみに着眼した処ja施策からは､新たな吐段的なアイディアは生

まれてこないように思われる｡

この点峡で､Hi聖別処遇等新しい処遇絶品は､対象Eの偶作 ･ニーズに合わせて､処遇

プログラムの作r'R及び処遇斑源の配分を工人し､そAによって多様な対象者の個性.ニー

ズに対仏しようとする点では､そのふ向する方向代は'ITi定すべきであると思われる｡

しかし､他j)で､処遇の横抽化は､処遇&が7.1曳Hの私'i=純の新城へ介入する密度を詰

めるだけでなく､収ill甥の ｢不良桔怒｣や､軒頼矧 対への117允の似皮を拓めるなど､対象

&にとって小利益な場面を増大させる側癖を抽ち合わせていることも'J言文である｡処遇の

舶幡化を進めるにしても､それが対象満の人櫛に 1分な配慮を払ったものでなければ､社

会内札苅の健全な発展はありえないてあろう｡

このようなf和漣意ほの下で､本芸文は､よに日常的な処遇亨lt劫の中で行う家庭訪問､遵

守小煩述反及び内犯後の仮出瓜の取消手托､及びiill犯後の甘疾l射iUへの㈹鞭伝達の三つの

問軌こ仙点を合わせて､対象者の人権保符の扱点から確守丁制度及び運柏上について考察し

た｡

そして､換ふ=ノ結iとしては､例えは.対象弟が敗退の34程でもつとも不利益を受ける

ai.LtiLl取消のような場合でさえ､取消寮母から全く拝除されているなど.現行法制度及び

運用は､対象満の人好球降の扱点から見て､閏甥がないといいがたいように思われる｡

しかし､供述捜索対象古といえども人髄の甲f!も休であり､その人権に ト分な改正をし

なけ^はならないことを考えれば､対象省の取柄f銘への与加をより旬繕的に認めていく
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方向で現行法制度及び巡れは 改善する余地が人きいように思われる｡

これからも､犯罪&の処遇に占める社会内処遇の比屯はますます応まるであろう｡処遇

の多様化は更に進めるべきであり,そのためには､これまでにはなかった新たな処遇方法

の探IT7も考えなくてはならないであろう｡しかし､その際には､そのTJ段の客観的な効果

だけでなく､それによって位'Llされるおそれのある対象者の人権の縦枠を冊に考えなくで

はならない｡対象満の人nrJとしての人格を噂現することなしに､I.Tに11'効な処遇はなしえ

ないように思われる｡
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